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■ 当ファンドの受益証券の価額は、債券等の有価証券市場の相場変動、先物取引市場の相

場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動、金利の変動等

の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家のみなさまの投資

元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがありま

す。 
 

■ 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。 
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この目論見書により行うＳ

エス

－ＦＵＮＤ
フ ァ ン ド

（３ヶ月

決算）Ｃ号の受益証券の募集については、委託会

社は、証券取引法（昭和 23年法第 25号）第 5 条

の規定により有価証券届出書を平成16年 2月 23

日に関東財務局長に提出しており、平成 16 年 2

月 24 日にその効力が生じております。 

 

 

 

 

 

 

有価証券届出書の写し 

を縦覧に供する場所 該当事項はありません。 



① 

 

基本情報一覧 
 

主 な 投 資 対 象 
Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）・マザーファンド受益証券、内外の公社債および

短期金融資産を主要投資対象とします。 

投 資 方 針 

主として、Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）・マザーファンド受益証券、内外の公

社債および短期金融資産へ投資し、安定した収益の確保を図ります。 

実質外貨建資産については、原則としてヘッジを行い、為替変動リスクの低減

に努めることを基本とします。 

ファンド全体の実質的な平均デュレーション水準が1年程度以下となるよう運

用を行うことを基本とします。 

主 な 投 資 制 限 

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。ただし、

転換社債の転換および新株予約権の行使により取得したもの等に限ります。 

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 30％以下とします。 

その他の投資制限もあります。 

ファンドのリスク 

基準価額は、債券等の有価証券市場の相場変動、先物取引市場の相場変動、組

入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動、金利の変動等の

影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家のみなさま

の投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被

ることがあります。また、運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家の

みなさまに帰属します。 

信 託 期 間 平成 20年 12月 20日まで 

収 益 分 配 

毎決算時（原則として 3・6・9・12 月の 20 日）に分配対象収益の中から、収

益分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わない

ことがあります。 

分配金再投資コースの場合、収益分配金は税金を差し引いた後、原則として再

投資されます。 

信 託 報 酬 
純資産総額の年 1.1025％以下（税抜 年 1.05％以下）～年 0.01575％以下（税

抜 年 0.015％以下） 
 

申 込 単 位 

10万円以上 1口単位 

（お申込みは金額指定の方法によることとし、10万円以上 1円単位で受け付け

ます。） 

（当初 1口当たり 1円） 

申 込 価 額 取得申込受付日（決算日）の基準価額 

申 込 手 数 料 ありません。 

換 金 （ 解 約 ） 

原則として、いつでも解約の請求ができます。 

解約代金受取日は、原則として、解約請求受付日から起算して 4営業日目以降

です。 

解 約 価 額 

解約請求受付日の基準価額－信託財産留保額 

ただし、決算日を解約請求受付日とする解約の場合には信託財産留保額のご負

担はありません。 

信 託 財 産 留 保 額 

解約請求受付日の基準価額 × 0.5％ 

ただし、決算日を解約請求受付日とする解約の場合には信託財産留保額のご負

担はありません。 
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第一部 証券情報 
 

（１）ファンドの名称 

Ｓ
エス

－ＦＵＮＤ
ファンド

（３ヶ月決算）Ｃ号（「ファンド」といいます。） 

ファンドの愛称を「マネーシャトルＣ号」とします。 

 

（２）内国投資信託受益証券の形態等 

無記名式の追加型証券投資信託です。 

当初元本は 1口当たり 1円です。 

記名式への変更も可能です。格付は取得していません。 

 

（３）発行数 

1 兆円に相当する口数を上限とします。 

 

（４）発行価額の総額 

1 兆円を上限とします。 

 

（５）発行価格 

取得申込受付日（ファンドの各計算期間終了日に限定されます。）の基準価額とします。 

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 

（略称：Ｓ－Ｃ） 

なお、下記においてもご照会いただけます。 

 ＵＦＪパートナーズ投信株式会社（ユーエフジェイパートナーズ投信株式会社） 

 電話番号 03-3277-9639（受付時間：委託会社の毎営業日の午前 9時～午後 5時） 

 ホームページアドレス http://www.ufj-partners.co.jp/ 

（注）「委託会社の毎営業日」とは、土曜日、日曜日、｢国民の祝日に関する法律｣に定める休日ならびに

12 月 31 日、1 月 2 日および 1 月 3 日以外の日とします。 

 

（６）申込手数料 

申込手数料はかかりません。 

 

（７）申込単位 

10万円以上 1口単位 

（注）申込口数に発行価格を乗じた額において 10万円以上とします。また、お申込みは金額指定の方

法によることとし、10万円以上 1円単位で受け付けます。 

申込みには、分配金の受取方法により分配金受取りコースと分配金再投資コースの 2 通りの方法

があります。 

取扱いの申込みコースは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 

なお、下記においてもご照会いただけます。 

 ＵＦＪパートナーズ投信株式会社 

 電話番号 03-3277-9639（受付時間：委託会社の毎営業日の午前 9時～午後 5時） 

申込みコースは途中で変更することはできません。 

分配金再投資コースの場合、再投資される収益分配金については 1口単位とします。 

分配金再投資コースを選択した受益証券取得申込者が販売会社との間で積立方式による販売に関

する契約を締結した場合、当該契約において規定する申込単位によるものとします。 

（注）積立方式による販売の取扱いの有無は販売会社によって異なります。積立方式による販売の権利義務

関係を規定する契約の名称は販売会社によって異なります。 
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（８）申込期間 

平成 16年 2月 24日から平成 17年 2月 21 日まで 

ただし、取得申込受付日はファンドの各計算期間終了日に限定され、申込みを受け付けた日に応

じて以下の通りとなります。 

申込みの受付                          取得申込受付日 

平成 16年 2月 24日から平成 16年 3月 22日まで         平成 16年 3月 22日 

平成 16年 3月 23日から平成 16年 6月 21 日まで         平成 16年 6月 21 日 

平成 16年 6月 22日から平成 16年 9月 21 日まで         平成 16年 9月 21 日 

平成 16年 9月 22日から平成 16年 12月 20日まで        平成 16年 12月 20日 

平成 16年 12月 21 日から平成 17年 2月 21 日まで        平成 17年 3月 22日 

（注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 

 

（９）申込取扱場所 

販売会社において申込みの取扱いを行います。 

販売会社は、下記にてご確認いただけます。 

 ＵＦＪパートナーズ投信株式会社 

 電話番号 03-3277-9639（受付時間：委託会社の毎営業日の午前 9時～午後 5時） 

 

（10）払込期日 

申込みを受け付けた販売会社が定める日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。 

払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 

 

（11）払込取扱場所 

申込みを受け付けた販売会社とします。（「（９）申込取扱場所」の項をご参照ください。） 

 

（12）振替機関に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（13）その他 

①申込みの方法 

受益証券取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 

なお、分配金再投資コースを選択する場合には、受益証券取得申込者と販売会社との間で別に定

める累積投資契約を締結するものとします。 

（注）販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合

は当該別の名称に読み替えます。 

また、分配金再投資コースを選択する場合、取得する受益証券はすべて保護預りとなります。 

②申込みの受付時間 

各計算期間終了日に限り、午後 3時（半日営業日は午前 11時）までに受け付けた取得申込み（当

該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当

該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社に

よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは

販売会社にご確認ください。 

③申込みの受付中止について 

証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、

取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。 
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第二部 ファンド情報 
 

第１ ファンドの状況 

 

１ ファンドの性格 

（１）ファンドの目的および基本的性格 

ファンドの目的 安定した収益の確保を目的として安定運用を行うことを基本とします。 

信託金の限度額 5,000億円 

ファンドの基本的

性格 

追加型株式投資信託／バランス型 

「バランス型」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法におい

て、「約款上の株式組入限度 70％未満のファンドで、株式・公社債等のバラ

ンス運用、あるいは公社債中心の運用を行うもの」として分類されるファン

ドをいいます。 

 

＜ファンドの特色＞ 

 

１ 
内外の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目的とし

て安定運用を行うことを基本とします。 

 ●運用はファミリーファンド方式により行い、Ｓ－ＦＵＮＤ(３ヶ月決算)・マザーファ

ンド受益証券への投資を通じて、内外の公社債および短期金融資産への実質的投資を

行います。なお、当ファンドで直接投資をすることもあります。 

 ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンド

（Ｓ
エス

－ＦＵＮＤ
ファンド

（３ヶ月決算）Ｃ号）とし、その資金をマザーファンド（Ｓ－ＦＵＮ

Ｄ（３ヶ月決算）・マザーファンド）に投資して、実質的な運用を行う仕組みのこと

をいいます。 

 

 

 

２ 

 

公社債については、原則として、残存期間３年未満程度で、１社以上の格付機関から第

３位（Ａ格相当）以上の長期格付、または第２位（Ａ－２格相当）以上の短期格付を取

得している債券を組み入れることとします。 

 ＊ 委託会社がこれと同等の信用力を有すると判断する無格付の債券を含みます。 

 

 

（３ヶ月決算）Ｃ号

お申込金

分配金

解約代金等

受益者

投資

損益

投資

投資

損益

損益

Ｓ－ＦＵＮＤ
エス ファンド Ｓ－ＦＵＮＤ

（３ヶ月決算）・
マザーファンド

内外の公社債

短期金融資産

＜ベビーファンド＞ ＜マザーファンド＞

（３ヶ月決算）Ｃ号

お申込金

分配金

解約代金等

受益者

投資

損益

投資

投資

損益

損益

Ｓ－ＦＵＮＤ
エス ファンド Ｓ－ＦＵＮＤ

（３ヶ月決算）・
マザーファンド

内外の公社債

短期金融資産

＜ベビーファンド＞ ＜マザーファンド＞
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３ 
短期金融資産を組み入れることで、ファンド全体の実質的な平均デュレーション（注）水

準が、１年程度以下となるよう運用を行うことを基本とします。 

 
（注）デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味す

る指標です。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。 
  

４ 
外貨建資産を組み入れる場合、原則としてヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る

ことを基本とします。 

  

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 

 

 

（２）ファンドの沿革 

平成 10年 12月 22日 設定日、信託契約締結、運用開始 

平成 13年 4月 1日 委託会社を東海投信投資顧問株式会社からパートナーズ投信株式会社

（平成 13年 4月 2日にＵＦＪパートナーズ投信株式会社に商号変更）

に変更 

 

（３）ファンドの仕組み 

①委託会社およびファンドの関係法人の役割 

受益者    

   お申込金↓↑収益分配金、解約代金等   

販売会社 

募集の取扱い、換金の取扱い、

収益分配金・償還金の支払い

の取扱い等を行います。 

  

   お申込金↓↑収益分配金、解約代金等   

 委託会社 
ＵＦＪパートナーズ投信株式会社 

（ユーエフジェイパートナーズ投信株式会社） 

信託財産の運用の指図、受益

証券の発行等を行います。  
 

       ↓↑  

受託会社 
ＵＦＪ信託銀行株式会社 

（ユーエフジェイ信託銀行株式会社、 

再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀

行株式会社） 

信託財産の保管・管理等を行

います。 
 
 

     投資↓↑損益   

有価証券等    
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②委託会社と関係法人との契約の概要 

 概要 

委託会社と受託会社との契約 

「信託契約」 

運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業

務に関する事項、受益者に関する事項等が定められてい

ます。 

なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法

律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託

約款の内容に基づいて締結されます。 

委託会社と販売会社との契約 

「ＵＦＪパートナーズ投信株式会社

の発行する受益証券の取扱に関する

契約」 

販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払

いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。 

 

③委託会社の概況（平成 15年 12月末現在） 

・資本金 

151 億 7,427万 2,500円 

・沿革 

昭和 34 年 12月 1日 山一證券投資信託委託株式会社として設立 

平成 10年 5月 1日 パートナーズ投信株式会社に商号を変更 

平成 10年 7月 4日 三和投信投資顧問株式会社が営業する証券投資信託委託業務を譲受 

平成 12年 1月 17日 ユニバーサル投信株式会社と合併 

平成 13年 4月 1日 東海投信投資顧問株式会社および東洋信アセットマネジメント株式会

社が営業する投資信託委託業務を譲受 

平成 13年 4月 2日 ＵＦＪパートナーズ投信株式会社（登記簿上はユーエフジェイパート

ナーズ投信株式会社）に商号を変更 

・大株主の状況 

名 称 住 所 保有株数 比率 
  株 ％ 

株式会社ＵＦＪホールディングス 大阪府大阪市中央区伏見町 3-5-6 2,608,545 100.00 
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２ 投資方針 

（１）投資方針 

主として、Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）・マザーファンド受益証券、内外の公社債および短期金

融資産へ投資し、安定した収益の確保を図ります。 

実質外貨建資産については、原則としてヘッジを行い、為替変動リスクの低減に努めることを基

本とします。 

ファンド全体の実質的な平均デュレーション水準が 1 年程度以下となるよう運用を行うことを基

本とします。 

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 

 

＜参考＞ 

「Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）・マザーファンド」の投資方針 

主として内外の公社債および短期金融資産へ投資し、安定した収益の確保を図ります。 

外貨建資産については、原則としてヘッジを行い、為替変動リスクの低減に努めることを基本と

します。 

ファンド全体の平均デュレーション水準が 1 年程度以下となるよう運用を行うことを基本としま

す。 

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 

 

（２）投資対象 

Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）・マザーファンド（「マザーファンド」といいます。）の受益証券、

内外の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。 

なお、上記を含む有価証券へ主に投資するほか、コール・ローン等の短期金融商品等により運用

を行います。 

また、有価証券先物取引等、スワップ取引等を行うことができます。 

 

＜参考＞ 

「Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）・マザーファンド」の投資対象 

内外の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。 

なお、上記を含む有価証券へ主に投資するほか、コール・ローン等の短期金融商品等により運用

を行います。 

また、有価証券先物取引等、スワップ取引等を行うことができます。 
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（３）運用体制 

「運用業務基本規程」（社内規則）に則り、以下のプロセスで運用が行われます。 

①ＰＬＡＮ 

運用計画の基本となる投資戦略は、マクロ、ミクロなどの各種調査および分析、「投資政策委

員会（ＩＰＣ）」および運用グループ内での協議を経て、「投資政策会議」にて決裁されます。 

②ＤＯ 

ファンドマネジャーは投資戦略に基づきファンドの運用計画を策定し、担当運用部長はこれを

決裁します。ファンドマネジャーは決裁された運用計画に基づき売買の指図を行います。 

③ＳＥＥ 

リスク分析およびパフォーマンス評価を実施するとともに、コンプライアンスチェックを行い

ます。 

 

 

 

（４）分配方針 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 

①分配対象額は、経費等控除後の利子等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし

ます。 

②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配

対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 

③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 

 

【ＰＬＡＮ】投資戦略の立案

【投資政策会議】
ＣＩＯ(運用本部長)決裁

【運用グループ協議】

【投資政策委員会】
ＣＩＯ(運用本部長)決裁 投資環境に関する協議

グループ内における
投資戦略案の策定

投資戦略の決定

【Ｓ Ｅ Ｅ】運用状況のモニター

リスク分析、パフォーマンス評価
コンプライアンスチェック

【Ｄ    Ｏ】ポートフォリオの構築

[ファンドマネジャー]
運用計画の策定

[運用部長]
運用計画の決裁

[ファンドマネジャー]
売買の指示

[トレーダー]
売買の執行

【各種会議】
投資環境に関する調査・分析
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（５）投資制限 

◇信託約款による規定 

①株式（株式を組入可能な投資信託証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産

総額の 10％以下とします。ただし、転換社債の転換および新株予約権の行使により取得したも

の等に限ります。 

②投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純

資産総額の 5％以下とします。 

③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

④同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債券のうち商法第 341条の 3第1項第 7号および第 8

号の定めがあるものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑤外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。）への実質投資割合は、信託

財産の純資産総額の 30％以下とします。ただし、有価証券の値上り等により 30％を超えること

となった場合には調整を行います。 

⑥有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができま

す。 

⑦スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回

避するため行うことができます。 

⑧外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。 

⑨信用取引の指図は行いません。 

⑩有価証券の借入れは行いません。 

⑪資金の借入れを行うことができます。当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。 

 

＜参考＞ 

「Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）・マザーファンド」の投資制限 

①株式（株式を組入可能な投資信託証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額

の 10％以下とします。ただし、転換社債の転換および新株予約権の行使により取得したもの等

に限ります。 

②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

④同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債券のうち商法第 341条の 3第1項第 7号および第 8

号の定めがあるものへの投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑤外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。）への投資割合は、信託財産

の純資産総額の 30％以下とします。ただし、有価証券の値上り等により 30％を超えることとな

った場合には調整を行います。 

⑥有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができま

す。 

⑦スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回

避するため行うことができます。 

⑧外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。 

⑨信用取引の指図は行いません。 

⑩有価証券の借入れは行いません。 

⑪資金の借入れは行いません。 

 

◇「投資信託及び投資法人に関する法律」による規定 

委託会社は、その運用するすべてのファンドの合計において、同一法人の発行する株式を当該株

式の発行済み総数の 50％を超えて保有することとなる場合には、当該株式を取得しません。 
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３ 投資リスク 

（１）ファンドのリスクと留意点 

当ファンドへの投資にあたりましては、以下のようなファンドの運用に関するリスクおよび留意

点に十分ご留意ください。 

①ファンドの運用に関するリスク 

当ファンドはわが国および海外の債券に投資しますので、ファンドの基準価額は、債券の価格

変動、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投

資家のみなさまの投資元金が保証されているものではありません。 

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。 

債券の価格変動リスク 当ファンドはわが国および海外の債券に投資しますので、ファンドの

基準価額は、組み入れている債券の価格変動の影響を受けます。債券

の価格変動は主に金利の変動、発行体の信用状況の変化の影響を受け

ます。 

・金利変動リスク 

一般的に債券の価格は金利が低下した場合には上昇する傾向があり

ますが、金利が上昇した場合には下落する傾向があります。債券の

価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を

被ることがあります。 

・発行体の信用状況の変化によるリスク（信用リスク） 

債券の発行体に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、また

はそれらが予想される局面となった場合には、当該債券の価格は大

きく下落することがあります（価格がゼロになることもあります。）。

このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被る

ことがあります。 

また、一般的に債券の価格の変動幅は、債券の償還までの残存期間が

長いほど、また発行体の信用度が低いほど、大きくなる傾向がありま

す。 

為替市場の相場変動リ

スク（為替変動リスク） 

当ファンドは海外の債券に投資しますので、ファンドの基準価額は、

投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。為替

変動リスクとは、外国為替相場の変動により外国通貨建資産の価格が

変動するリスクをいいます。外国為替相場は一般的に、外国為替市場

の需給、各国の金利の変動および様々な国際的な要因により変動し、

外国為替相場は、各国政府・中央銀行による介入や通貨管理その他の

政策によっても変動する可能性があります。また、外国為替相場は短

期間に大幅に変動することがあります。外国為替相場の影響だけを考

慮した場合、外国通貨建資産の価格は、当該外国通貨に対し円安にな

れば上昇しますが、円高になれば下落します。したがって、外国通貨

建資産の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が影響を受け

損失を被ることがあります。 

なお、当ファンドは原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低

減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありま

せん。また、為替ヘッジを行うにあたり、ヘッジコストがかかります。 

カントリーリスク 外国証券へ投資する場合には、投資対象国の政治経済情勢、通貨規制、

資本規制等の要因により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被

ることがあります。 

有価証券先物取引等に

伴うリスク 

当ファンドは有価証券先物取引等を利用することがありますので、こ

のような場合には、ファンドの基準価額は、有価証券先物取引等の価

格変動の影響を受けます。 
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流動性リスク 急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市

場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の

混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことが

あります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、

ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。 

解約によるファンドの

資金流出に伴う基準価

額変動リスク 

解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却

（先物取引等については反対売買）しなければならないことがありま

す。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって基準価額

が大きく下落することがあります。 

資産規模に関するリス

ク 

当ファンドの資産規模によっては、運用方針に基づく運用が効率的に

できない場合があります。 

 

②その他の留意点 

申込み・解約請求等に

関する留意点 

証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむ

を得ない事情があるときは、委託会社の判断で申込みおよび解約請求

の受付を中止することがあります。また、すでに受け付けた申込みお

よび解約請求を取り消すことがあります。 

信託期間に関する留意

点 

当ファンドは、信託契約締結日から 3 年を経過した日以降において、

受益権総口数が 10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中

であっても償還されることがあります。 
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（２）管理体制 

①ファンドのパフォーマンス分析、リスク分析およびリスク管理については、運用フロントとし

て運用企画部が運用プロセス管理を行っております。また、業務管理部において、各種リスク

水準等のモニタリング・警告を行います。そのほか、運用成績の向上を目的としたリスク・パ

フォーマンス状況の分析・検討を行うため運用本部長を議長とする「運用状況検討会」を開催

するとともに、社長を議長とする「運用審査会議」にて運用実績の審査を行います。 

②コンプライアンス（法令遵守）に関するチェックは以下のような分業体制で行い、牽制機能を

働かせています。 

・各種組入比率制限超過等の管理および総合的なコンプライアンス管理プロセスの策定…業

務管理部 

・売買執行時における公正な価格形成等のための管理…トレーディング部 

・業務全般にわたる遂行状況および管理・運営体制の監査…内部監査部 

また、取締役会で選任された委員長を議長とする「内部管理委員会」が月次およびそれ以外で

も必要に応じ随時開催され、内部管理の適正な運営、法令違反等の重大な事故への公正な対処

が行われます。 

 

 

運用本部

運用審査会議（月次）
社長を議長とした、運用リスク・パフォーマンス状況の審議

内部監査部
業務全般にわたる遂行状況および管理・運営体制の監査

運用部

ファンドマネジャー

運用部長

内部管理委員会
内部管理・法令遵守に関する監視

運用状況検討会
（原則月次）

運用本部長を議長とした、
リスク・パフォーマンス状況の検討

運用企画部
運用プロセスのチェック
ストラテジーのチェック
（フロントリスク管理）

トレーディング部
売買執行時における
コンプライアンス管理

業務管理部
パフォーマンス審査
コンプライアンス管理

運用ガイドラインのチェック
（事後リスク管理）

運用本部

運用審査会議（月次）
社長を議長とした、運用リスク・パフォーマンス状況の審議

内部監査部
業務全般にわたる遂行状況および管理・運営体制の監査

運用部

ファンドマネジャー

運用部長

内部管理委員会
内部管理・法令遵守に関する監視

運用状況検討会
（原則月次）

運用本部長を議長とした、
リスク・パフォーマンス状況の検討

運用企画部
運用プロセスのチェック
ストラテジーのチェック
（フロントリスク管理）

トレーディング部
売買執行時における
コンプライアンス管理

業務管理部
パフォーマンス審査
コンプライアンス管理

運用ガイドラインのチェック
（事後リスク管理）
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４ 手数料等および税金 

（１）申込手数料 

申込手数料はかかりません。 

 

（２）換金（解約）手数料 

換金（解約）手数料はかかりません。 

ただし、換金時に、基準価額から信託財産留保額（当該基準価額の 0.5％）が差し引かれます。 

なお、決算日を解約請求受付日とする解約の場合には信託財産留保額のご負担はありません。 

 

（３）信託報酬等 

①委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により

計算されます。 

  信託財産の純資産総額 × ②に掲げる信託報酬率 

②毎月の最終営業日（委託会社の営業日をいいます。）の翌日から、翌月の最終営業日までに係

る信託報酬率については、当該各月の最終5営業日間の無担保コール翌日物レートの平均値（「コ

ールレート平均値」といいます。）に応じ、次に掲げる表の通りとします。 

 

内       訳 コールレート

平均値  

信託報酬率（年率） 

委託会社 販売会社 受託会社 

0.02％未満 0.01575％※以下 0.00252％※以下 0.01071％※以下 0.00252％※以下 

  （税抜 0.015％以下） （税抜 0.0024％以下） （税抜 0.0102％以下） （税抜 0.0024％以下） 

0.03％未満 0.021％※以下 0.00336％※以下 0.01428％※以下 0.00336％※以下 

  （税抜 0.02％以下） （税抜 0.0032％以下） （税抜 0.0136％以下） （税抜 0.0032％以下） 

0.04％未満 0.02625％※以下 0.0042％※以下 0.01785％※以下 0.0042％※以下 

  （税抜 0.025％以下） （税抜 0.004％以下） （税抜 0.017％以下） （税抜 0.004％以下） 

0.05％未満 0.0315％※以下 0.00504％※以下 0.02142％※以下 0.00504％※以下 

  （税抜 0.03％以下） （税抜 0.0048％以下） （税抜 0.0204％以下） （税抜 0.0048％以下） 

0.075％未満 0.0525％※以下 0.0084％※以下 0.0357％※以下 0.0084％※以下 

  （税抜 0.05％以下） （税抜 0.008％以下） （税抜 0.034％以下） （税抜 0.008％以下） 

0.1％未満 0.07875％※以下 0.0126％※以下 0.05355％※以下 0.0126％※以下 

  （税抜 0.075％以下） （税抜 0.012％以下） （税抜 0.051％以下） （税抜 0.012％以下） 

0.2％未満 0.13125％※以下 0.021％※以下 0.08925％※以下 0.021％※以下 

  （税抜 0.125％以下） （税抜 0.02％以下） （税抜 0.085％以下） （税抜 0.02％以下） 

0.3％未満 0.18375％※以下 0.0294％※以下 0.12495％※以下 0.0294％※以下 

  （税抜 0.175％以下） （税抜 0.028％以下） （税抜 0.119％以下） （税抜 0.028％以下） 

0.4％未満 0.21％※以下 0.0357％※以下 0.1428％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 0.2％以下） （税抜 0.034％以下） （税抜 0.136％以下） （税抜 0.03％以下） 

0.5％未満 0.23625％※以下 0.0441％※以下 0.16065％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 0.225％以下） （税抜 0.042％以下） （税抜 0.153％以下） （税抜 0.03％以下） 

1％未満 0.2625％※以下 0.0525％※以下 0.1785％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 0.25％以下） （税抜 0.05％以下） （税抜 0.17％以下） （税抜 0.03％以下） 

2％未満 0.315％※以下 0.0735％※以下 0.21％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 0.3％以下） （税抜 0.07％以下） （税抜 0.2％以下） （税抜 0.03％以下） 

3％未満 0.3675％※以下 0.084％※以下 0.252％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 0.35％以下） （税抜 0.08％以下） （税抜 0.24％以下） （税抜 0.03％以下） 

3.5％未満 0.42％※以下 0.0945％※以下 0.294％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 0.4％以下） （税抜 0.09％以下） （税抜 0.28％以下） （税抜 0.03％以下） 

4％未満 0.4725％※以下 0.1155％※以下 0.3255％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 0.45％以下） （税抜 0.11％以下） （税抜 0.31％以下） （税抜 0.03％以下） 
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内       訳 コールレート

平均値  

信託報酬率（年率） 

委託会社 販売会社 受託会社 

4.5％未満 0.525％※以下 0.126％※以下 0.3675％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 0.5％以下） （税抜 0.12％以下） （税抜 0.35％以下） （税抜 0.03％以下） 

5％未満 0.5775％※以下 0.147％※以下 0.399％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 0.55％以下） （税抜 0.14％以下） （税抜 0.38％以下） （税抜 0.03％以下） 

5.5％未満 0.63％※以下 0.1575％※以下 0.441％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 0.6％以下） （税抜 0.15％以下） （税抜 0.42％以下） （税抜 0.03％以下） 

6％未満 0.6825％※以下 0.1785％※以下 0.4725％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 0.65％以下） （税抜 0.17％以下） （税抜 0.45％以下） （税抜 0.03％以下） 

6.5％未満 0.735％※以下 0.189％※以下 0.5145％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 0.7％以下） （税抜 0.18％以下） （税抜 0.49％以下） （税抜 0.03％以下） 

7％未満 0.7875％※以下 0.21％※以下 0.546％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 0.75％以下） （税抜 0.2％以下） （税抜 0.52％以下） （税抜 0.03％以下） 

7.5％未満 0.84％※以下 0.2205％※以下 0.588％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 0.8％以下） （税抜 0.21％以下） （税抜 0.56％以下） （税抜 0.03％以下） 

8％未満 0.8925％※以下 0.2415％※以下 0.6195％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 0.85％以下） （税抜 0.23％以下） （税抜 0.59％以下） （税抜 0.03％以下） 

8.5％未満 0.945％※以下 0.252％※以下 0.6615％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 0.9％以下） （税抜 0.24％以下） （税抜 0.63％以下） （税抜 0.03％以下） 

9％未満 0.9975％※以下 0.273％※以下 0.693％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 0.95％以下） （税抜 0.26％以下） （税抜 0.66％以下） （税抜 0.03％以下） 

9.5％未満 1.05％※以下 0.2835％※以下 0.735％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 1％以下） （税抜 0.27％以下） （税抜 0.7％以下） （税抜 0.03％以下） 

9.5％以上 1.1025％※以下 0.3045％※以下 0.7665％※以下 0.0315％※以下 

  （税抜 1.05％以下） （税抜 0.29％以下） （税抜 0.73％以下） （税抜 0.03％以下） 

 

③委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。

したがって、実質的な信託報酬の配分は、前項の表の通りとなります。 

④信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のときに信託財産から支払われます。 

※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税

率に応じて変更となることがあります。 

 

（４）その他の手数料等 

①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終

了のときに信託財産から支払われます。 

②ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等、先物・オプション取引に要する費用、

信託財産に属する資産を外国で保管する場合に要する費用は、信託財産から支払われます。 

③信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れを行った場合、借

入れの利息は、信託財産から支払われます。 

④信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利

息は、信託財産から支払われます。 
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（５）課税上の取扱い 

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還

時の個別元本超過額については、次の通り課税されます。なお、収益分配金のうち課税対象とな

るのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。 

①個人の受益者に対する課税 

20％（所得税 15％および地方税 5％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます（平成 16 年 1 月 1

日から平成 20年 3月 31 日までは、10％（所得税 7％および地方税 3％）の優遇税率が適用となり

ます。）。なお、確定申告を行い、総合課税を選択することもできます（解約・償還損について

は、確定申告を行うことにより株式等の譲渡による所得との通算が可能となります。）。 

②法人の受益者に対する課税 

15％（所得税 15％）の税率で源泉徴収されます（平成 16年 1月 1日から平成 20年 3月 31 日まで

は、7％（所得税 7％）の優遇税率が適用となります。）。地方税の源泉徴収はありません。 

 
 

◇個別元本について 

①受益者毎の信託時の受益証券の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本

（個別元本）にあたります。なお、個別元本方式は平成 12 年 4 月 1 日算出の基準価額より適用され

ておりますので、個別元本方式への移行時に既に受益証券を保有していた場合、平成 12年 3月 31 日

の平均信託金が当該受益証券に係る個別元本となります。 

②受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う

つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

③ただし、保護預りではない受益証券および記名式受益証券については各受益証券毎に、同一ファンド

を複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、

同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取

りコース」と「分配金再投資コース」とがあり両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算

出が行われる場合があります。 

④受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除

した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

◇収益分配金の課税について 

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額

の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな

り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る

部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となりま

す。 

なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を

控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

◇以上の内容は、税法が改正された場合等には、変更となることがあります。 
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５  運用状況 

（１）投資状況 
平成15年12月30日現在 

（単位：円） 

資産の種類 国 名 時価合計 投資比率（％） 

親投資信託受益証券    

 Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）・マザーファンド 日 本 1,750,936,537 100.00 

コール・ローン、その他資産 
（負債控除後） 

― △ 6,189 △ 0.00 

純資産総額 1,750,930,348 100.00 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 

 

＜参考＞ 

「Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）・マザーファンド」全体の投資状況 
平成15年12月30日現在 

（単位：円） 

資産の種類 国 名 時価合計 投資比率（％） 

特殊債券 日 本 210,711,836 4.29 

社債券 日 本 630,755,258 12.83 

コマーシャル・ペーパー 日 本 3,769,464,628 76.68 

コール・ローン、その他資産 
（負債控除後） 

― 305,193,238 6.20 

純資産総額 4,916,124,960 100.00 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 

 

（２）運用実績 

①純資産の推移 

下記計算期間末日および平成15年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移

は次の通りです。 
（単位：円） 

 
純資産総額 

基準価額 
（1万口当たりの純資産価額） 

第1計算期間末日 
（平成11年3月23日） 

4,380,111,657 
4,373,787,165 

（分配付） 
（分配落） 

10,014 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第2計算期間末日 
（平成11年6月21日） 

3,759,644,506 
3,756,215,084 

（分配付） 
（分配落） 

10,009 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第3計算期間末日 
（平成11年9月20日） 

5,187,574,402 
5,184,821,265 

（分配付） 
（分配落） 

10,005 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第4計算期間末日 
（平成11年12月20日） 

17,483,611,373 
17,470,648,158 

（分配付） 
（分配落） 

10,007 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第5計算期間末日 
（平成12年3月21日） 

17,047,392,191 
17,040,439,693 

（分配付） 
（分配落） 

10,004 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第6計算期間末日 
（平成12年6月20日） 

10,449,103,026 
10,446,627,177 

（分配付） 
（分配落） 

10,002 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第7計算期間末日 
（平成12年9月20日） 

8,936,107,173 
8,934,222,053 

（分配付） 
（分配落） 

10,002 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第8計算期間末日 
（平成12年12月20日） 

5,966,129,695 
5,962,796,493 

（分配付） 
（分配落） 

10,006 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第9計算期間末日 
（平成13年3月21日） 

5,204,714,546 
5,200,751,575 

（分配付） 
（分配落） 

10,008 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第10計算期間末日 
（平成13年6月20日） 

3,157,021,582 
3,156,270,391 

（分配付） 
（分配落） 

10,002 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第11計算期間末日 
（平成13年9月20日） 

4,018,896,061 
4,018,245,106 

（分配付） 
（分配落） 

10,002 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第12計算期間末日 
（平成13年12月20日） 

2,480,514,125 
2,480,340,502 

（分配付） 
（分配落） 

10,001 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第13計算期間末日 
（平成14年3月25日） 

2,286,928,100 
2,286,452,519 

（分配付） 
（分配落） 

10,002 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 
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（単位：円） 

 
純資産総額 

基準価額 
（1万口当たりの純資産価額） 

第14計算期間末日 
（平成14年6月20日） 

1,434,547,335 
1,434,158,679 

（分配付） 
（分配落） 

10,003 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第15計算期間末日 
（平成14年9月24日） 

1,844,871,308 
1,844,305,107 

（分配付） 
（分配落） 

10,003 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第16計算期間末日 
（平成14年12月24日） 

1,905,634,257 
1,905,237,968 

（分配付） 
（分配落） 

10,002 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第17計算期間末日 
（平成15年3月24日） 

1,458,878,516 
1,458,411,825 

（分配付） 
（分配落） 

10,003 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第18計算期間末日 
（平成15年6月23日） 

1,170,459,339 
1,170,217,105 

（分配付） 
（分配落） 

10,002 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第19計算期間末日 
（平成15年9月24日） 

2,000,909,855 
2,000,487,753 

（分配付） 
（分配落） 

10,002 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

第20計算期間末日 
（平成15年12月24日） 

2,037,398,868 
2,037,170,705 

（分配付） 
（分配落） 

10,001 
10,000 

（分配付） 
（分配落） 

平成14年12月末日  1,480,370,258  10,000  

平成15年 1月末日  1,474,397,522  10,001  

2月末日  1,461,540,434  10,002  

3月末日  1,184,802,433  10,000  

4月末日  1,180,509,701  10,001  

5月末日  1,174,712,322  10,002  

6月末日  2,015,502,527  10,000  

7月末日  2,005,664,506  10,001  

8月末日  2,001,842,288  10,001  

9月末日  2,056,579,588  10,000  

10月末日  2,038,964,275  10,001  

11月末日  2,037,429,245  10,001  

12月末日  1,750,930,348  10,000  

 

②分配の推移 
 1万口当たりの分配金 

第1計算期間 14円46銭 

第2計算期間 9円13銭 

第3計算期間 5円31銭 

第4計算期間 7円42銭 

第5計算期間 4円08銭 

第6計算期間 2円37銭 

第7計算期間 2円11銭 

第8計算期間 5円59銭 

第9計算期間 7円62銭 

第10計算期間 2円38銭 

第11計算期間 1円62銭 

第12計算期間 0円70銭 

第13計算期間 2円08銭 

第14計算期間 2円71銭 

第15計算期間 3円07銭 

第16計算期間 2円08銭 

第17計算期間 3円20銭 

第18計算期間 2円07銭 

第19計算期間 2円11銭 

第20計算期間 1円12銭 
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③収益率の推移 
 収益率（％） 

第1計算期間 0.14 

第2計算期間 0.09 

第3計算期間 0.05 

第4計算期間 0.07 

第5計算期間 0.04 

第6計算期間 0.02 

第7計算期間 0.02 

第8計算期間 0.06 

第9計算期間 0.08 

第10計算期間 0.02 

第11計算期間 0.02 

第12計算期間 0.01 

第13計算期間 0.02 

第14計算期間 0.03 

第15計算期間 0.03 

第16計算期間 0.02 

第17計算期間 0.03 

第18計算期間 0.02 

第19計算期間 0.02 

第20計算期間 0.01 

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の
基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じて得た数。 

 

（３）設定および解約の実績 
 設定口数 解約口数 発行済口数 

第1計算期間 4,375,184,868 1,400,000 4,373,784,868 

第2計算期間 1,575,478,176 2,193,050,073 3,756,212,971 

第3計算期間 2,470,915,187 1,042,311,016 5,184,817,142 

第4計算期間 13,622,910,675 1,337,087,417 17,470,640,400 

第5計算期間 6,805,799,157 7,236,001,433 17,040,438,124 

第6計算期間 2,388,336,317 8,982,150,214 10,446,624,227 

第7計算期間 876,128,000 2,388,532,288 8,934,219,939 

第8計算期間 28,848,220 3,000,273,579 5,962,794,580 

第9計算期間 615,710,127 1,377,755,097 5,200,749,610 

第10計算期間 201,392,099 2,245,873,271 3,156,268,438 

第11計算期間 1,024,841,912 162,868,297 4,018,242,053 

第12計算期間 92,606,857 1,630,510,750 2,480,338,160 

第13計算期間 28,435,878 222,322,383 2,286,451,655 

第14計算期間 129,512,430 981,806,513 1,434,157,572 

第15計算期間 579,687,345 169,540,011 1,844,304,906 

第16計算期間 295,601,509 234,668,622 1,905,237,793 

第17計算期間 207,213,675 654,039,842 1,458,411,626 

第18計算期間 21,298,072 309,493,510 1,170,216,188 

第19計算期間 878,290,566 48,019,828 2,000,486,926 

第20計算期間 364,285,653 327,602,206 2,037,170,373 

（注）第1計算期間の設定口数は、当初募集期間の当初設定口数を含みます。 
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６ 管理および運営 

（１）資産管理等の概要 

 

①資産の評価 

基準価額の 

算出方法 

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数 

ただし、便宜上 1万口当たりで表示されます。 

（注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券

を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一

部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金

額をいいます。証券取引所に上場されている株式の場合、原則として、証券取引所

における計算日の最終相場で評価します。公社債等の場合、原則として、日本証券

業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）、証券会社・銀行等の提示する価額ま

たは価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価します。ただ

し、残存期間 1 年以内の公社債等については、原則として、取得価額と償還価額の

差額を日割計算し日々計上することにより評価します。なお、外貨建資産の円換算

については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によ

って計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客

先物売買相場の仲値によるものとします。 

基準価額の 

算出頻度 

原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 

 

基準価額の 

照会方法 

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 

なお、下記においてもご照会いただけます。 

 ＵＦＪパートナーズ投信株式会社 

 電話番号 03-3277-9639 

 （受付時間：委託会社の毎営業日の午前 9時～午後 5時） 

 ホームページアドレス http://www.ufj-partners.co.jp/ 

 

②申込（販売）手続き等 

申込方法 受益証券取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものと

します。 

なお、分配金再投資コースを選択する場合には、受益証券取得申込者と販売会社

との間で別に定める累積投資契約を締結するものとします。 

また、分配金再投資コースを選択する場合、取得する受益証券はすべて保護預り

となります。 

申込受付 

時間 

各計算期間終了日に限り、午後 3時（半日営業日は午前 11時）までに受け付けた

取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）

を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けた

ものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得

申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認く

ださい。 

その他 追加設定は、取得申込受付日の翌日に行います。 

証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事

情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得

申込みを取り消すことがあります。 
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③換金（解約）手続き等 

解約単位 1 口単位 

解約価額 解約請求受付日の基準価額－信託財産留保額 

（当該基準価額の 0.5％） 

ただし、決算日を解約請求受付日とする解約の場合には信託財産留保額のご負担

はありません。 

解約価額の 

算出頻度 

原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 

解約価額の 

照会方法 

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 

なお、下記においてもご照会いただけます。 

 ＵＦＪパートナーズ投信株式会社 

 電話番号 03-3277-9639 

 （受付時間：委託会社の毎営業日の午前 9時～午後 5時） 

 ホームページアドレス http://www.ufj-partners.co.jp/ 

支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して 4 営業日目から販売会社において支払い

ます。 

解約請求 

受付時間 

午後 3時（半日営業日は午前 11 時）までに受け付けた解約請求（当該解約請求の

受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。

当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。な

お、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしてい

る場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。 

その他 証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事

情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請

求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行

った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しな

い場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を

受け付けたものとします。 

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があ

ります。 

買取り 行えません。 

（異議申立てに係る買取請求については、下記「⑦その他 ｄ 異議申立ておよび

反対者の買取請求権」の項をご参照ください。） 

 

④保管 

受益証券の 

保管 

・受益者は、保護預り契約に基づいて、受益証券を販売会社に保管（保護預り）

させることができます。 

・「分配金再投資コース」をお申込みの場合の受益証券は、すべて保護預りとな

ります。 

・保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。 

・保護預りを行わない場合、受益証券は、受益者の責任において受益者により保

管されます。 

 

⑤信託期間 

信託期間 平成 10年 12月 22日から平成 20年 12月 20日まで 
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⑥計算期間 

計算期間 原則として、毎年 3月 21 日から 6月 20日まで、6月 21 日から 9月 20日まで、9

月 21 日から 12月 20日まで、および 12月 21 日から翌年 3月 20日まで 

上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（「該当日」といいます。）

もしくはその翌日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日で

翌日が営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算

期間が開始されるものとします。ただし、第 1計算期間は平成 10年 12月 22日か

ら平成 11 年 3 月 23 日までとし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終

了日とします。 

 

⑦その他 

a ファンド

の償還条

件等 

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続き（下記 c およ

び d）にしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができま

す。委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督

官庁に届け出ます。 

・信託契約締結日から 3年を経過した日以降において、受益権の総口数が 10億口

を下回ることとなった場合 

・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると

認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき 

b 信託約款

の変更 

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が

発生したときは、法令および信託約款に定める手続き（下記 c および d）にした

がい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、

信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 

c ファンド

の償還等

に関する

開示方法 

委託会社は、ファンドの償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行

おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則として

これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係

るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ

ん。）。この公告および書面には、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委

託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します（ただし、ファンドの償還に際

し、内閣府令で定める場合を除きます。）。この公告は、日本経済新聞に掲載し

ます。 

d 異議申立

ておよび

反対者の

買取請求

権 

受益者は、委託会社がファンドの償還または信託約款について重大な内容の変更

を行おうとする場合、一定の期間（1 ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述

べることができます（ただし、ファンドの償還に際し、内閣府令で定める場合を

除きます。）。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券

を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の

期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超え

るときは、このファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、

償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原

則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信

託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告

を行いません。）。この公告は、日本経済新聞に掲載します。 

e 関係法人

との契約

の更改 

委託会社と販売会社との間で締結された「ＵＦＪパートナーズ投信株式会社の発

行する受益証券の取扱に関する契約」の期間は、契約締結日から 1 ヵ年とし、期

間満了 1 ヵ月以前に相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で

契約を更新するものとし、その後も同様とします。 

f 運用報告

書の作成 

委託会社は、2計算期間毎（毎年 6月および 12月）および償還時に運用報告書を

作成し、原則として受益者に交付します。 
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g 委託会社

の営業の

譲渡およ

び承継に

伴う取扱

い 

委託会社は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信

託契約に関する営業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により

営業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関

する営業を承継させることがあります。 

h 受託会社

の辞任に

伴う取扱

い 

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この

場合、委託会社は、上記 b の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会

社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこのファンドを償還させます。 

ｉ信託事務

処理の再

信託 

受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信

託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場

合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 

 

（２）受益者の権利等 

◇受益者の権利の主な内容は以下の通りです。 

収益分配金

に対する請

求権 

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有しま

す。 

「分配金受取りコース」 

・収益分配金は、原則として決算日から起算して 5 営業日目から収益分配金交付

票と引換えに受益者に支払います。 

・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 

・受益者が、収益分配金について支払開始日から 5 年間その支払いを請求しない

ときは、その権利を失います。 

「分配金再投資コース」 

・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日

に、累積投資契約に基づいて再投資されます。ただし、解約時に当該受益証券

に帰属する収益分配金があるときは、受益者に支払います。詳しくは販売会社

にご確認ください。 

償還金に対

する請求権 

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 

・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して 5 営業

日目から受益証券と引換えに受益者に支払います。 

・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 

・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10年間その支払いを

請求しないときは、その権利を失います。 

換金（解約）

請求権 

受益者は、自己の有する受益証券につき、解約を請求する権利を有します。 

・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 

（「（１）資産管理等の概要 ③換金（解約）手続き等」参照） 
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第２  ファンドの経理状況 

 

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38

年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、

損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成12年総理府令第133

号）に基づいて作成しております。 

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

２．当ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成しております。 

 

３．当ファンドは、証券取引法第１９３条の２の規定に基づき、前特定期間（平成14年12月25日

から平成15年6月23日まで）および当特定期間（平成15年6月24日から平成15年12月24日まで）

の財務諸表について、中央青山監査法人により監査を受けております。 
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１ 財務諸表 
Ｓ
エス

－ＦＵＮＤ
ファンド

（３ヶ月決算）Ｃ号 

（１）貸借対照表 

  （単位：円） 

 前    期 当    期 

区  分 ［ 平成15年 6月23日現在 ］ ［ 平成15年12月24日現在 ］ 

 金    額 金    額 

資  産  の  部     

    流動資産     

        親投資信託受益証券 1,170,520,984 2,037,505,338 

        未収入金 1,996,729 ― 

            流動資産合計 1,172,517,713 2,037,505,338 

資 産 合 計 1,172,517,713 2,037,505,338 

負  債  の  部     

    流動負債     

        未払収益分配金 242,234 228,163 

        未払解約金 1,996,729 ― 

        未払受託者報酬 7,407 12,776 

        未払委託者報酬 38,846 67,088 

        その他未払費用 15,392 26,606 

            流動負債合計 2,300,608 334,633 

負  債  合  計 2,300,608 334,633 

純  資  産  の  部     

    元  本     

        元  本 1,170,216,188 2,037,170,373 

    剰 余 金     

        期末剰余金 917 332 

        （うち分配準備積立金） （ 2,315,235 ） （ 3,256,422 ） 

            剰余金合計 917 332 

純 資 産 合 計 1,170,217,105 2,037,170,705 

負 債・純 資 産 合 計 1,172,517,713 2,037,505,338 

 
（２）損益及び剰余金計算書 

  （単位：円） 

 前    期 当    期 
（ 自 平成14年12月25日 （ 自 平成15年 6月24日 

区  分 
至 平成15年 6月23日 ） 至 平成15年12月24日 ） 

 金    額 金    額 

経常損益の部     

営業損益の部     

   営業収益     

      受取利息 5 67 

      有価証券売買等損益 669,138 598,757 

   営業収益合計 669,143 598,824 

   営業費用     

      受託者報酬 16,575 25,559 

      委託者報酬 86,909 134,196 

      その他費用 34,457 53,221 

   営業費用合計 137,941 212,976 

営業利益 531,202 385,848 

経常利益 531,202 385,848 

当期純利益 531,202 385,848 

一部解約に伴う当期純損失分配額 11,969 13,895 

期首剰余金 175 917 

剰余金増加額 166,496 249,937 

（当期一部解約に伴う剰余金増加額） （ 166,496 ） （ 249,937 ） 

分配金 708,925 650,265 

期末剰余金 917 332 
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重要な会計方針 

区  分 
前    期 

（ 自 平成14年12月25日 

至 平成15年 6月23日 ） 

当    期 
（ 自 平成15年 6月24日 

至 平成15年12月24日 ） 

１．有価証券の評価基

準及び評価方法 

(1) 親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額で評価しております。 

(1) 親投資信託受益証券 

同  左 

 (2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 
個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で

評価しております。 

(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 
同  左 

 ① 証券取引所に上場されている有価証券 
証券取引所に上場されている有価証券は、原則

として証券取引所における特定期間末日の最終相

場（外貨建証券の場合は特定期間末日において知
りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 

① 証券取引所に上場されている有価証券 
同  左 

 ② 証券取引所に上場されていない有価証券 

当該有価証券については、原則として、日本証
券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）
等、および証券会社、銀行等の提示する価額（た

だし、売気配相場は使用しない）または価格提供
会社の提供する価額のいずれかから入手した価額
で評価しております。 

② 証券取引所に上場されていない有価証券 

同  左 

 ③ 時価が入手できなかった有価証券 
適正な評価額を入手できなかった場合または入

手した評価額が時価と認定できない事由が認めら

れた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づ
いて合理的事由をもって時価と認めた価額もしく
は受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって

時価と認めた価額で評価しております。 

③ 時価が入手できなかった有価証券 
同  左 

２．その他財務諸表作
成のための基本

となる重要な事
項 

平成14年12月21日が休業日のため、前特定期間末日は
翌営業日の平成14年12月24日としており、平成15年6月

21日が休業日のため、当特定期間末日は翌営業日の平成
15年6月23日としております。 

平成15年6月21日が休業日のため、前特定期間
末日は翌営業日の平成15年6月23日としており、

平成15年12月20日が休業日のため、当特定期間
末日は平成15年12月20日以降の営業日で、翌日
が営業日である日のうち、平成15年12月20日に

最も近い日の平成15年12月24日としておりま
す。 

 
注記事項 
（貸借対照表関係） 

前    期 当    期 
［ 平成15年 6月23日現在 ］ ［ 平成15年12月24日現在 ］ 

    
期首元本額 1,905,237,793円 期首元本額 1,170,216,188円 

期中追加設定元本額 228,511,747円 期中追加設定元本額 1,242,576,219円 
期中解約元本額 963,533,352円 期中解約元本額 375,622,034円 
    

 
（損益及び剰余金計算書関係） 

前    期 

（ 自 平成14年12月25日 
至 平成15年 6月23日 ） 

当    期 

（ 自 平成15年 6月24日 
至 平成15年12月24日 ） 

分配金の計算過程 
（平成14年12月25日から平成15年3月24日まで） 

計算期間末における一部解約に伴う当期純損失分配後の配

当等収益から費用を控除した額（1,076,287円）、一部解約に
伴う当期純損失分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（1,054,744

円）および分配準備積立金（1,638,524円）より分配対象収益
は3,769,555円（1口当たり0.002584円（1万口当たり25.84円））
であり、うち466,691円（1口当たり0.000320円（1万口当たり

3.20円））を分配金額としております。 

分配金の計算過程 
（平成15年6月24日から平成15年9月24日まで） 

計算期間末における一部解約に伴う当期純損失分配後の配

当等収益から費用を控除した額（828,546円）、一部解約に伴
う当期純損失分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し
た額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（3,334,530円）

および分配準備積立金（2,365,311円）より分配対象収益は
6,528,387円（1口当たり0.003263円（1万口当たり32.63円））
であり、うち422,102円（1口当たり0.000211円（1万口当たり

2.11円））を分配金額としております。 
（平成15年3月25日から平成15年6月23日まで） 

計算期間末における一部解約に伴う当期純損失分配後の配
当等収益から費用を控除した額（719,048円）、一部解約に伴
う当期純損失分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し

た額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（884,523円）
および分配準備積立金（1,838,421円）より分配対象収益は
3,441,992円（1口当たり0.002941円（1万口当たり29.41円））

であり、うち242,234円（1口当たり0.000207円（1万口当たり
2.07円））を分配金額としております。 

（平成15年9月25日から平成15年12月24日まで） 

計算期間末における一部解約に伴う当期純損失分配後の配
当等収益から費用を控除した額（1,032,514円）、一部解約に
伴う当期純損失分配後の有価証券売買等損益から費用を控除

した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（3,960,240
円）および分配準備積立金（2,452,071円）より分配対象収益
は7,444,825円（1口当たり0.003654円（1万口当たり36.54円））

であり、うち228,163円（1口当たり0.000112円（1万口当たり
1.12円））を分配金額としております。 
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（有価証券関係） 
売買目的有価証券 

（単位：円） 

前    期 当    期 

［ 平成15年 6月23日現在 ］ ［ 平成15年12月24日現在 ］ 

当特定期間の損益に 当特定期間の損益に 
種  類 

貸借対照表計上額 
含まれた評価差額 

貸借対照表計上額 
含まれた評価差額 

親投資信託受益証券 1,170,520,984 665,721 2,037,505,338 997,095 

合  計 1,170,520,984 665,721 2,037,505,338 997,095 

 
（デリバティブ取引等関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前    期 
（ 自 平成14年12月25日 

至 平成15年 6月23日 ） 

当    期 
（ 自 平成15年 6月24日 

至 平成15年12月24日 ） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

２．取引の時価等に関する事項 

前    期 当    期 

［ 平成15年 6月23日現在 ］ ［ 平成15年12月24日現在 ］ 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 
（1口当たり情報） 

前    期 当    期  

［ 平成15年 6月23日現在 ］ ［ 平成15年12月24日現在 ］ 
   

1.0000円 1.0000円 
1口当たり純資産額 

（1万口当たり    10,000円） （1万口当たり    10,000円） 
   

 
 

（３）附属明細表 
 
第１ 有価証券明細表 

 
（１）株式 

該当事項はありません。 

 
（２）株式以外の有価証券 

   （単位：円） 

種  類 銘    柄 
総口数 
（口） 

評価額 備 考 

親投資信託受益証券 Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）・マザーファンド 2,015,735,396 2,037,505,338  

合    計 2,015,735,396 2,037,505,338  

 

第２ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 
該当事項はありません。 
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＜参考＞ 
当ファンドは「Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上

された「親投資信託受益証券」は、同マザーファンドの受益証券です。 

なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。 
 
「Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）・マザーファンド」の状況 

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 
 
（１）貸借対照表 

「Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）・マザーファンド」の計算期間は、原則として毎年12月21日から翌年12月20日までであり、当
ファンドの計算期間とは異なります。以下の表は平成15年6月23日および平成15年12月24日現在における同マザーファンドの状況
です。 

  （単位：円） 

［ 平成15年 6月23日現在 ］ ［ 平成15年12月24日現在 ］ 
区  分 

金    額 金    額 

資  産  の  部     

    流動資産     

        コール・ローン 565,438,213 299,470,320 

        特殊債券 210,440,478 340,562,306 

        社債券 300,932,424 529,654,834 

        コマーシャル・ペーパー 3,199,926,522 3,029,679,092 

        現先取引勘定 ― 999,993,973 

        未収利息 644,400 2,236,860 

        前払費用 809,837 1,062,566 

            流動資産合計 4,278,191,874 5,202,659,951 

資 産 合 計 4,278,191,874 5,202,659,951 

負  債  の  部     

    流動負債     

        未払金 100,458,000 ― 

        未払解約金 1,996,729 ― 

            流動負債合計 102,454,729 ― 

負  債  合  計 102,454,729 ― 

純  資  産  の  部     

    元  本     

        元  本 4,132,258,722 5,146,888,694 

    剰 余 金     

        期末剰余金 43,478,423 55,771,257 

            剰余金合計 43,478,423 55,771,257 

純 資 産 合 計 4,175,737,145 5,202,659,951 

負 債・純 資 産 合 計 4,278,191,874 5,202,659,951 

 
 

重要な会計方針 

区  分 
（ 自 平成14年12月25日 

至 平成15年 6月23日 ） 
（ 自 平成15年 6月24日 

至 平成15年12月24日 ） 

有価証券の評価基準及び
評価方法 

有価証券は個別法に基づき、以下のとおり原則とし
て時価で評価しております。 

同  左 

 (1) 証券取引所に上場されている有価証券 
証券取引所に上場されている有価証券は、原則

として証券取引所における計算期間末日の最終相

場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知
りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 

(1) 証券取引所に上場されている有価証券 
同  左 
 

 (2) 証券取引所に上場されていない有価証券 

当該有価証券については、原則として、日本証
券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）
等、および証券会社、銀行等の提示する価額（た

だし、売気配相場は使用しない）または価格提供
会社の提供する価額のいずれかから入手した価額
で評価しております。 

(2) 証券取引所に上場されていない有価証券 

同  左 

 (3) 時価が入手できなかった有価証券 
適正な評価額を入手できなかった場合または入

手した評価額が時価と認定できない事由が認めら

れた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づ
いて合理的事由をもって時価と認めた価額もしく
は受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって

時価と認めた価額で評価しております。 

(3) 時価が入手できなかった有価証券 
同  左 
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注記事項 
（貸借対照表関係） 

［ 平成15年 6月23日現在 ］ ［ 平成15年12月24日現在 ］ 

    
期      首 平成14年12月25日 期      首 平成15年 6月24日 

期首元本額 5,534,047,952円 期首元本額 4,132,258,722円 
期首より平成15年6月23日までの追加設定元本額 期首より平成15年12月24日までの追加設定元本額 

8,272,094円 1,247,838,431円 

期首より平成15年6月23日までの解約元本額 期首より平成15年12月24日までの解約元本額 
1,410,061,324円 233,208,459円 

平成15年6月23日現在の元本の内訳 ※  平成15年12月24日現在の元本の内訳 ※ 

Ｓ
エス

－ＦＵＮＤ
ファンド

（３ヶ月決算）Ａ号 Ｓ
エス

－ＦＵＮＤ
ファンド

（３ヶ月決算）Ａ号 

1,583,270,791円 1,505,505,583円 

Ｓ
エス

－ＦＵＮＤ
ファンド

（３ヶ月決算）Ｂ号 Ｓ
エス

－ＦＵＮＤ
ファンド

（３ヶ月決算）Ｂ号 

1,390,629,708円 1,625,647,715円 

Ｓ
エス

－ＦＵＮＤ
ファンド

（３ヶ月決算）Ｃ号 Ｓ
エス

－ＦＵＮＤ
ファンド

（３ヶ月決算）Ｃ号 

1,158,358,223円 2,015,735,396円 
（合   計） 4,132,258,722円 （合   計） 5,146,888,694円 

  

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 

 
（有価証券関係） 

売買目的有価証券 

（単位：円） 

［ 平成15年 6月23日現在 ］ ［ 平成15年12月24日現在 ］ 

当期間の損益に 当期間の損益に 種  類 
貸借対照表計上額 

含まれた評価差額 
貸借対照表計上額 

含まれた評価差額 

特殊債券 210,440,478 △ 421,722 340,562,306 △ 1,456,518 

社債券 300,932,424 △ 259,576 529,654,834 △ 705,186 

コマーシャル・ペーパー 3,199,926,522 150,558 3,029,679,092 184,433 

合  計 3,711,299,424 △ 530,740 3,899,896,232 △ 1,977,271 

（注）「当期間」とは、当親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。 

 
（デリバティブ取引等関係） 

１．取引の状況に関する事項 

（ 自 平成14年12月25日 
至 平成15年 6月23日 ） 

（ 自 平成15年 6月24日 
至 平成15年12月24日 ） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 
２．取引の時価等に関する事項 

［ 平成15年 6月23日現在 ］ ［ 平成15年12月24日現在 ］ 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 
（1口当たり情報） 

 ［ 平成15年 6月23日現在 ］ ［ 平成15年12月24日現在 ］ 
   

1.0105円 1.0108円 
1口当たり純資産額 

（1万口当たり    10,105円） （1万口当たり    10,108円） 
   

 
 
（２）附属明細表 

 
第１ 有価証券明細表 

 

（１）株式 
該当事項はありません。 

 

 
（２）株式以外の有価証券 

（単位：円） 

種 類 銘  柄 
券面総額 
（千円） 

評価額 備 考 

特殊債券 い第５９３号興業債券 
い第５９３号興業債券 

150,000 
20,000 

150,009,660 
20,001,320  

 い第５９３号興業債券 
い第５９４号興業債券 

10,000 
20,000 

10,000,696 
20,032,680  

 い第５９７号興業債券 
い第５９８号興業債券 

10,000 
20,000 

10,041,076 
20,064,858  

 い第６０４号興業債券 

い第５８３号商工債券 

20,000 

40,000 

20,210,579 

40,002,320  
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（単位：円） 

種 類 銘  柄 
券面総額 
（千円） 

評価額 備 考 

 い第５８９号商工債券 
い第５８３号農林債券 

10,000 
10,000 

10,030,874 
10,000,672  

 い第５９０号農林債券 
第９３回五年東京三菱銀行債券 

20,000 
10,000 

20,111,108 
10,056,463  

 特殊債券 小計 340,000 340,562,306  

社債券 第７回株式会社クレディセゾン無担保社債 

第１回２号三井住友銀行無担保社債 

100,000 

100,000 

101,359,240 

101,087,746  

 第７回プロミス株式会社無担保社債 

第７回プロミス株式会社無担保社債 

100,000 

100,000 

100,727,572 

100,698,324  

 第５６回オリックス株式会社無担保社債 
第５６回オリックス株式会社無担保社債 

14,000 
10,000 

14,078,822 
10,058,042  

 第３回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000 101,645,088  

 社債券 小計 524,000 529,654,834  

コマーシャル・

ペーパー 

ＨＧＭアセットファイナンス 

マグナムアセットコーポ 

500,000 

330,000 

499,973,740 

329,996,609  

 

セントラルリ－ス 
ダイナミック 

500,000 
400,000 

499,995,866 
399,999,630  

 

オールスターファンディング 
オールスターファンディング 

100,000 
200,000 

99,999,578 
199,999,178  

 

東京リ－ス 
ミツイスミトモギンリース 

500,000 
500,000 

499,962,985 
499,751,506  

 コマーシャル・ペーパー 小計 3,030,000 3,029,679,092  

合     計 3,894,000 3,899,896,232  

 
第２ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

該当事項はありません。 
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２ ファンドの現況 
（１）純資産額計算書 

平成15年12月30日現在 
（単位：円） 

Ⅰ 資 産 総 額 1,750,936,537  

Ⅱ 負 債 総 額 6,189  

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,750,930,348  

Ⅳ 発 行 済 口 数 1,750,936,200 口 
1.0000  

Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 
（１万口当たり 10,000 ） 

 
（２）投資有価証券の主要銘柄 

①評価額上位３０銘柄 
平成15年12月30日現在 

上段：前期貸借対照表価額 
又は取得価額 

利率（％） 

下段：評 価 額 
発行地 銘  柄 種 類 業 種 

口 数 
 

（口） 単 価（円） 金 額（円） 
償還期限 

（年/月/日） 

投資 
比率 
（％） 

日 本 
Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決
算）・マザーファンド 

親投資信託 
受益証券 ― 1,732,228,470 

1.0108 
1.0108 

1,750,936,538 
1,750,936,537 

― 
― 100.00 

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 

 
②全銘柄の業種別投資比率 

平成15年12月30日現在

種 類／業 種 別 
投資比率 
（％） 

親投資信託受益証券 100.00 

合 計 100.00 

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 
 

（３）投資不動産物件 
該当事項はありません。 
 

（４）その他投資資産の主要なもの 
該当事項はありません。 
 

 
＜参考＞ 
「Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）・マザーファンド」の現況 

（１）純資産額計算書 
平成15年12月30日現在 

（単位：円） 

Ⅰ 資 産 総 額 5,117,573,960  

Ⅱ 負 債 総 額 201,449,000  

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,916,124,960  

Ⅳ 発 行 済 口 数 4,863,381,768 口 
1.0108  

Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 
（１万口当たり 10,108 ） 

 
（２）投資有価証券の主要銘柄 

①評価額上位３０銘柄 
平成15年12月30日現在 

上段：前期貸借対照表価額 
又は取得価額 

利率（％） 

下段：評 価 額 
発行地 銘  柄 種 類 業 種 

券面総額 
（千円） 

単 価（円） 金 額（円） 
償還期限 

（年/月/日） 

投資 
比率 
（％） 

日 本 
※１ 

ラビット・ファンディング 
コマーシャル・ 

ペーパー ― 500,000 
― 
― 

499,981,849 
499,981,849 

― 
2004/2/20 10.17 

日 本 セントラルリース 
コマーシャル・ 

ペーパー ― 500,000 
― 
― 

499,979,452 
499,979,452 

― 
2004/1/23 10.17 

日 本 
※２ 

ＨＧＭアセットファイナンス 
コマーシャル・ 

ペーパー ― 500,000 
― 
― 

499,971,796 
499,971,796 

― 
2004/1/20 10.17 

日 本 東京リース 
コマーシャル・ 

ペーパー ― 500,000 
― 
― 

499,886,601 
499,886,601 

― 
2004/1/23 10.17 

日 本 ミツイスミトモギンリース 
コマーシャル・ 

ペーパー ― 500,000 
― 
― 

499,694,022 
499,694,022 

― 
2004/4/23 10.16 

日 本 
※３ 

イースト・アトランティック 
コマーシャル・ 

ペーパー ― 340,000 
― 
― 

339,996,516 
339,996,516 

― 
2004/1/15 6.92 

日 本 
※４ 

マグナムアセットコーポ 
コマーシャル・ 

ペーパー ― 330,000 
― 
― 

329,992,993 
329,992,993 

― 
2004/1/8 6.71 

日 本 
第７回プロミス株式会社無担
保社債 社債券 ― 200,000 

100.68 
― 

201,364,792 
201,364,792 

2.030000 
2004/5/12 4.10 

日 本 
※５ 

エターナルファンディング 
コマーシャル・ 

ペーパー ― 200,000 
― 
― 

199,994,383 
199,994,383 

― 
2004/2/9 4.07 

日 本 
※６ 

ダイナミック 
コマーシャル・ 

ペーパー ― 200,000 
― 
― 

199,973,044 
199,973,044 

― 
2004/4/30 4.07 
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平成15年12月30日現在 
上段：前期貸借対照表価額 

又は取得価額 
利率（％） 

下段：評 価 額 
発行地 銘  柄 種 類 業 種 

券面総額 
（千円） 

単 価（円） 金 額（円） 
償還期限 

（年/月/日） 

投資 
比率 
（％） 

日 本 
第３回ＫＤＤＩ株式会社無担
保社債 社債券 ― 100,000 

101.61 
― 

101,611,746 
101,611,746 

2.150000 
2004/10/15 2.07 

日 本 
第７回株式会社クレディセゾ
ン無担保社債 社債券 ― 100,000 

101.33 
― 

101,332,330 
101,332,330 

1.780000 
2004/10/22 2.06 

日 本 
第４７回オリックス株式会社
無担保社債 社債券 ― 100,000 

101.24 
― 

101,245,600 
101,245,600 

1.510000 
2004/12/10 2.06 

日 本 
第１回２号三井住友銀行無担
保社債 社債券 ― 100,000 

101.06 
－ 

101,067,478 
101,067,478 

1.370000 
2004/11/10 2.06 

日 本 第４０号興業債券（２年） 特殊債券 ― 100,000 
100.18 

― 
100,183,824 
100,183,824 

0.650000 
2004/5/20 2.04 

日 本 
※７ 

オールスターファンディング 
コマーシャル・ 

ペーパー ― 100,000 
― 
― 

99,997,534 
99,997,534 

― 
2004/2/4 2.03 

日 本 
※７ 

オールスターファンディング 
コマーシャル・ 

ペーパー ― 100,000 
― 
― 

99,996,438 
99,996,438 

― 
2004/2/20 2.03 

日 本 
第５６回オリックス株式会社
無担保社債 社債券 ― 24,000 

100.55 
― 

24,133,312 
24,133,312 

1.100000 
2004/8/11 0.49 

日 本 い第６０４号興業債券 特殊債券 ― 20,000 
101.03 

― 
20,206,841 
20,206,841 

1.300000 
2004/11/26 0.41 

日 本 い第５９０号農林債券 特殊債券 ― 20,000 
100.54 

― 
20,108,024 
20,108,024 

1.100000 
2004/7/27 0.41 

日 本 い第５９８号興業債券 特殊債券 ― 20,000 
100.31 

― 
20,062,350 
20,062,350 

1.000000 
2004/5/27 0.41 

日 本 い第５９４号興業債券 特殊債券 ― 20,000 
100.13 

― 
20,026,920 
20,026,920 

2.000000 
2004/1/27 0.41 

日 本 
第９３回五年東京三菱銀行債
券 特殊債券 ― 10,000 

100.54 
― 

10,054,897 
10,054,897 

1.100000 
2004/7/27 0.20 

日 本 い第５９７号興業債券 特殊債券 ― 10,000 
100.39 

― 
10,039,108 
10,039,108 

1.400000 
2004/4/27 0.20 

日 本 い第５８９号商工債券 特殊債券 ― 10,000 
100.29 

― 
10,029,872 
10,029,872 

0.800000 
2004/6/25 0.20 

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 

※１ 売掛債権等を裏付けとしたＡＢＣＰ（資産担保コマーシャルペーパー）。三菱信託銀行による流動性補完・信用補完を兼
ね備えている。短期信用格付 Ｊ-1+ （ＪＣＲ）を取得。 

※２ 日立グループを中心とする売掛債権等を裏付けとしたＡＢＣＰ（資産担保コマーシャルペーパー）。日立キャピタルによ

る流動性補完・信用補完を兼ね備えている。短期信用格付 a-1+ （Ｒ＆Ｉ）を取得。 
※３ 売掛債権等を裏付けとしたＡＢＣＰ（資産担保コマーシャルペーパー）。ＵＦＪ銀行による流動性補完・信用補完を兼ね

備えている。短期信用格付 a-1 （Ｒ＆Ｉ）を取得。 

※４ 売掛債権等を裏付けとしたＡＢＣＰ（資産担保コマーシャルペーパー）。ＵＦＪ銀行による流動性補完を備えている。短
期信用格付 a-1 （Ｒ＆Ｉ）、P-1（Ｍoody's)を取得。 

※５ 売掛債権等を裏付けとしたＡＢＣＰ（資産担保コマーシャルペーパー）。みずほコーポレート銀行による流動性補完を備

えている。短期信用格付 a-1 （Ｒ＆Ｉ）、 P-1 （Moody's）を取得。 
※６ 売掛債権等を裏付けとしたＡＢＣＰ（資産担保コマーシャルペーパー）。みずほコーポレート銀行による流動性補完を備

えている。短期信用格付 P-1 （Moody's）を取得。 

※７ 売掛債権等を裏付けとしたＡＢＣＰ（資産担保コマーシャルペーパー）。みずほコーポレート銀行による流動性補完を備
えている。短期信用格付 a-1 （Ｒ＆Ｉ）， P-1 （Moody's）を取得。 

 

②全銘柄の業種別投資比率 
平成15年12月30日現在

種 類／業 種 別 
投資比率 

（％） 

特殊債券 4.29 

社債券 12.83 

コマーシャル・ペーパー 76.68 

合 計 93.79 

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 
 

（３）投資不動産物件 
該当事項はありません。 

 

（４）その他投資資産の主要なもの 
該当事項はありません。 
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第３ その他 
 
（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、またファンドの形態、申込み

に係る事項などを記載することがあります。 
 
（２）目論見書に用語集および信託約款を掲載します。 
 
（３）要約仮目論見書（本件届出の効力発生後は要約目論見書）を使用することがあります。 

添付書類（要約仮目論見書または要約目論見書）を「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 12
条第 1 項第 1 号ロ」に規定する書類（要約目論見書）として、以下の記載にしたがい使用することがありま
す。使用にあたっては、本件届出の効力発生後、効力発生の日付を記載します。 

①当要約目論見書は、ポスター、チラシ、パンフレット、ダイレクトメール（ハガキ、封書用）として使用さ
れるほか、新聞、雑誌、インターネット、電子媒体、書籍等に掲載されることがあります。 

②当要約目論見書は、使用形態によってレイアウト、用紙および印刷の色、デザイン等が変更されることがあ
ります。また、写真、イラスト、キャッチ・コピー、ファンド名ロゴマーク、社名ロゴマークを付加して使
用することがあります。 

③ファンドの運用実績に関する情報として、利回り、総収益、収益分配金、基準価額の推移および設定来また
は直近 1 ヵ月、3 ヵ月、6 ヵ月、1 年、2 年、3 年、5 年などの騰落率またはこれらの一部（累積、個別期間
で表示されることがあります。）を文章、数値、またはグラフで表示することがあります。 

④ファンドの保有証券と運用状況に関する情報として、ファンドおよびマザーファンドが組み入れる有価証券
等の組入比率・組入額等に関する説明を文章、数値またはグラフで記載することがあります。また、上記の
内容について、マザーファンドに属するの資産のうちファンドに属するとみなした額をファンドに合計した
実質組入比率、実質組入額等により表示することがあります。 

⑤投信評価機関等による評価を取得し、使用することがあります。 
 
（４）目論見書または要約目論見書に以下の内容を記載することがあります。 

・投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対
象ではないこと。 

・投資信託は、元金および利息が保証されているものではないこと。 
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入した受益者が負うこと。 
・証券会社以外の金融機関で購入した投資信託は、投資者保護基金の対象ではないこと。 

 
（５）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。 
 

 
第４ 内国投資信託受益証券事務の概要 
 
（１）受益証券の名義書換等 

受益証券の名義書換手続きおよび無記名式から記名式への、または記名式から無記名式への変更は、委託会
社の定める手続きにより行うことができます。 
記名式受益証券に係る名義書換手続きは委託会社（本店）にて行うものとし、受益者から請求があるときは、
販売会社はこれを委託会社に取り次ぐものとします。 
上記の手続きに関し、手数料はかかりません。 
ただし、分配金再投資コースの場合、受益証券はすべて保護預りとなり、混蔵保管されます。 

 
（２）受益者等名簿の閉鎖の時期 

該当事項はありません。 
 
（３）受益者等に対する特典 

該当事項はありません。 
 
（４）内国投資信託受益証券の譲渡制限 

該当事項はありません。ただし、分配金再投資コースの場合、受益証券はすべて保護預りとなります。 
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信託約款 
エス

Ｓ－
ファンド

ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）Ｃ号 

 
運用の基本方針 

 

約款第 21 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は
次のものとします。 

 

1. 基本方針 
この投資信託は、安定した収益の確保を目的として安定運用
を行うことを基本とします。 

 
2. 運用方法 
（1）投資対象 

Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）・マザーファンド受益証券、内
外の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。 

（2）投資態度 

主として、Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）・マザーファンド受
益証券、内外の公社債および短期金融資産へ投資し、安定した
収益の確保を図ります。 

実質外貨建資産については、原則としてヘッジを行い、為替
変動リスクの低減に努めることを基本とします。 
ファンド全体の実質的な平均デュレーション水準が 1 年程度

以下となるよう運用を行うことを基本とします。 
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用

が行えない場合があります。 

（3）投資制限 
① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以
下とします。ただし、転換社債の転換および新株予約権の行使

により取得したもの等に限ります。 
② 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5％以下とします。 

③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財
産の純資産総額の 5％以下とします。 

④ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債券のうち商法

第 341条の 3第1項第 7号および第 8号の定めがあるものへの
実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑤ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の

30％以下とします。 
⑥ 有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため行うことができます。 

⑦ スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変
動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことがで
きます。 

⑧ 外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うこ
とができます。 

 

3. 収益分配方針 
毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 

① 分配対象額は、経費等控除後の利子等収益および売買益（評

価益を含みます。）等の全額とします。 
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案

して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分

配を行わないことがあります。 
③ 収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針

に基づいて運用を行います。 

 
 
 
 
（信託の種類、委託者および受託者） 
第   1  条 この信託は、証券投資信託であり、ユーエフジェイパー

トナーズ投信株式会社を委託者とし、ユーエフジェイ信
託銀行株式会社を受託者とします。 

（信託事務の委託） 

第 1 条の 2  受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づき、信託事務の
処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認

可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委
託することができます。 

（信託の目的および金額） 

第   2  条 委託者は、金 4,375,184,868円を受益者のために利殖の
目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 

（信託金の限度額） 

第   3  条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度と
して信託金を追加することができます。 

② 追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証す

る書面を委託者に交付します。 
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1項の限度額を変更
することができます。 

（信託期間） 
第   4  条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 20 年 12

月 20 日までとします。 

（受益証券の取得申込みの勧誘の種類） 
第   5  条 この信託に係る受益証券の取得申込みの勧誘は、投資信

託及び投資法人に関する法律第 2条第13項で定める公募

により行われます。 
（当初の受益者） 
第   6  条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、

委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第 7 条の規
定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じ
て、取得申込者に帰属します。 

（受益権の分割および再分割） 
第  7  条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については

4,375,184,868 口に、追加信託によって生じた受益権に

ついては、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口
数に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を

均等に再分割できます。 
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 
第   8  条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額

に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額とし
ます。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産

（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社
団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償
却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負

債総額を控除して得た金額（以下「純資産総額」といいま
す。）を計算日における受益権総口数で除して得た金額を
いいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以

下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産
をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則とし
て、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に

よって計算します。 
③ 第 30 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わ
が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による

ものとします。 
（信託日時の異なる受益権の内容） 
第   9  条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより

差異を生ずることはありません。 
（受益証券の発行） 
第  10  条 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権を表示

する収益分配金交付票付の無記名式の受益証券を発行し
ます。 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 

第  11  条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、
その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受
託者の認証を受けなければなりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券
に記載し記名捺印することによって行います。 
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（受益証券の申込単位および価額） 
第  12  条 委託者の指定する証券会社（証券取引法第 2条第 9項に

規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第 2

条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。）
および登録金融機関（証券取引法第 65条の 2第 3 項に規
定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第 10

条の規定によって発行される受益証券について、その取
得申込者に対し、第41条に規定する各計算期間終了日（こ
の信託の信託期間の終了日を除きます。以下本項におい

て同じ。）を取得申込受付日として、10万円以上 1 口単
位をもって取得の申込みに応じることができます。ただ
し、委託者の指定する証券会社および登録金融機関と別

に定める累積投資契約約款にしたがって契約（以下「別
に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限
り、第 41 条に規定する各計算期間終了日を取得申込受付

日として、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応じるこ
とができます。 

② 委託者は、証券取引所等における取引の停止、外国為替

取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、前項
による受益証券の取得申込みの受付けを中止することお
よびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すこ

とができます。 
③  委託者は、前項の規定にかかわらず、受益者が別に定め
る契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の追加信

託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。 
④ 第 1項の場合の受益証券の価額は、取得申込受付日の基
準価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である

場合の受益証券の価額は、1 口につき 1 円とします。 
⑤ 前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基
づいて収益分配金を再投資する場合の受益証券の価額は、

第 41 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 
（受益証券の種類） 
第  13  条 委託者が発行する受益証券は、1 万口券、5 万口券、10

万口券、100 万口券、500 万口券、1,000 万口券、5,000
万口券の 7 種類とします。 

② 前項に規定するもののほか、委託者は、1口の整数倍の

口数を表示した受益証券を発行することができます。 
（受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続） 
第  14  条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求し

たときは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受益
証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の
受益証券を交付します。 

② 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によ
って名義書換を委託者に請求することができます。 

③ 前項の規定による名義書換の手続は、第 41 条に規定す

る毎計算期間終了日の翌日から 15 日間停止します。 
（記名式の受益証券譲渡の対抗要件） 
第  15  条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換

によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。 

（無記名式の受益証券の再交付） 

第  16  条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公
示催告による除権判決の謄本を添え、委託者の定める手
続により再交付を請求したときは、無記名式の受益証券

を再交付します。 
（記名式の受益証券の再交付） 
第  17  条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託

者の定める手続により再交付を請求したときは、記名式
の受益証券を再交付します。 

（受益証券を毀損した場合等の再交付） 

第  18  条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、当
該受益証券を添え、委託者の定める手続により再交付を
請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真

偽を鑑別しがたいときは、前 2 条の規定を準用します。 
（受益証券の再交付の費用） 
第  19  条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対し

て実費を請求することができます。 
（運用の指図範囲等） 
第  20  条 委託者は、信託金を、主として、ユーエフジェイパート

ナーズ投信株式会社を委託者とし、ユーエフジェイ信託
銀行株式会社を受託者とするＳ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決
算）・マザーファンド（以下「マザーファンド」といい

ます。）の受益証券のほか、次の有価証券に投資するこ
とを指図します。 
 1. 転換社債の転換、新株予約権の行使、株主割当およ

び社債権者割当により取得した株券 
 2. 国債証券 
 3. 地方債証券 

 4. 特別の法律により法人の発行する債券 
 5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった

新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。） 

 6. コマーシャル・ペーパー 
 7. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、

前各号の証券または証書の性質を有するもの 

 8. 投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引
法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。） 

9. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券

（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の 2 で定めるもの
をいいます。） 

10. 外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第 2 条第 1

項第 10 号で定めるものをいいます。） 
11. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 
12. 貸付債権信託受益権（証券取引法第 2 条第 2 項第 1

号で定めるものをいいます。） 
13. 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有する

もの 

 なお、第 1 号の証券および第 7号の証券または証書の
うち第 1号の証券の性質を有するものを以下「株式」と
いい、第 2 号から第 5号までの証券および第 7 号の証券

または証書のうち第2号から第5号までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、第 8号ならびに第
9 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次
に掲げる金融商品により運用することを指図することが
できます。 

 1. 預金 
 2. 指定金銭信託 
 3. コール・ローン 

 4. 手形割引市場において売買される手形 
 5. 抵当証券 

③ 第 1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償

還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と
認めるときには、委託者は、信託金を、前項第 1号から第
4 号までに掲げる金融商品により運用することの指図が

できます。 
④ 委託者は、信託財産に属する株式（株式を組入可能な投
資信託証券を含みます。以下本項および第 5 項において同

じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株
式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額が信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えるこ

ととなる投資の指図をしません。 
⑤ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託
財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマ

ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時
価総額の割合を乗じて得た額とします。 

⑥ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファ

ンドの受益証券を除きます。以下同じ。）の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総
額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信

託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資
の指図をしません。 

⑦ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託

財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託
証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 

（運用の基本方針） 
第  21  条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運

用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 

（投資する株式の範囲） 
第  22  条 委託者が投資することを指図する株式は、証券取引所に

上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証

券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式についてはこの限り

ではありません。 
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株
式で目論見書等において上場または登録されることが確

認できるものについては委託者が投資することを指図す
ることができます。 

（同一銘柄の株式への投資制限） 
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第  23  条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の
株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当
該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額

との合計額が信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超え
ることとなる投資の指図をしません。 

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託

財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式
の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 

（先物取引等の運用指図・目的・範囲） 
第  24  条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変

動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における

有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価
証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をす

ることができます。なお、選択権取引はオプション取引
に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。 
 1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付け

の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有
価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）
の時価総額の範囲内とします。 

 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付け
の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の
組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた

額）に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、
組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託
受益権、および組入抵当証券の利払金および償還金

を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに
受け取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利
払金および償還金等ならびに第 20条第 2項第1号か

ら第 4 号までに掲げる金融商品で運用している額の
範囲内とします。 

 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買

付けの指図は、本条で規定する全オプション取引に
係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財
産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。 

② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物
取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引

およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をす
ることができます。 
 1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付け

の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせ
てヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザ
ーファンドの信託財産に属するヘッジの対象とする

外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみ
なした額（信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資

産総額に占めるヘッジの対象とする外貨建資産の時
価総額の割合を乗じて得た額とします。）との合計
額の範囲内とします。 

 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付け
の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせ
て、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とし

ます。 
 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買

付けの指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時

点の保有外貨建資産の時価総額の 5％を上回らない
範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引
に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託

財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内としま
す。 

③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを

回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指

図をすることができます。 
 1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付け

の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金

利商品（信託財産が 1 年以内に受け取る組入有価証
券および組入抵当証券の利払金および償還金等なら
びに第 20条第 2項第1号から第 4号までに掲げる金

融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ
対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内
とします。 

 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付け
の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに
受け取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利

払金および償還金等ならびに第 20条第 2項第1号か
ら第4号までに掲げる金融商品で運用している額（以
下本号において「金融商品運用額等」といいます。）

の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が
外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款
上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差

し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
受け取る外貨建組入公社債、組入外国貸付債権信託
受益証券および外貨建組入貸付債権信託受益権の利

払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額
等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に
信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券

に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とし
ます。 

 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買

付けの指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時
点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5％を上回ら
ない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション

取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の
信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内と
します。 

(スワップ取引の運用指図・目的・範囲） 
第  25  条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す

るため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク

を回避するため、異なった通貨、異なった受取金利また
は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行

うことの指図をすることができます。 
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期

限が、原則として第 4 条に規定する信託期間を超えない

ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係

るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信
託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ

取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項におい
て同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものと
します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上

記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合
計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合
には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワ

ップ取引の一部の解約を指図するものとします。 
④ 前項においてマザーファンドの信託財産に係るスワッ

プ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな

した額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ
取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純
資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受

益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場

実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま

す。 
⑥ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あ

るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい

は受入れの指図を行うものとします。 
（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 
第  26  条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および

新株予約権付社債券のうち商法第 341 条の 3 第 1 項第 7
号および第 8 号の定めがあるもの（以下、本条において
「転換社債等」といいます。）の時価総額とマザーファ

ンドの信託財産に属する当該転換社債等の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産
の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指

図をしません。 
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信

託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に

マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転
換社債等の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第  27  条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託
財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸
し付けることの指図をすることができます。 
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 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価
合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の
50％を超えないものとします。 

 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の
額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
額面金額の合計額を超えないものとします。 

② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合
には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約
の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたと
きは、担保の受入れの指図を行うものとします。 

（外貨建資産への投資制限） 

第  28  条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産（外貨建資産を
組入可能な投資信託証券を含みます。以下本条において
同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す

る外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額が信託財産の純資産総額の 100 分の 30
を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有

価証券の値上り等により100分の 30を超えることとなっ
た場合には、速やかにこれを調整します。 

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信

託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建
資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 
第  29  条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支

上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限

されることがあります。 
（外国為替予約取引の指図） 
第  30  条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファン

ドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。）について、当
該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為

替の売買の予約取引の指図をすることができます。 
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信

託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に

マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建
資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 

（保管業務の委任） 

第  31  条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産
を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能
力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、

これを委任することができます。 
（有価証券の保管） 
第  32  条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づ

き、保管振替機関等に預託し保管させることができます。 
（混蔵寄託） 
第  33  条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等

について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得し
た外国において発行された譲渡性預金証書またはコマー
シャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保

管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会
社の名義で混蔵寄託できます。 

第  34  条 削除 

（信託財産の表示および記載の省略） 
第  35  条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受

託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載

をしません。 
（有価証券売却等の指図） 
第  36  条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券

に係る信託契約の一部解約、有価証券の売却等の指図が
できます。 

（再投資の指図） 

第  37  条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有
価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等
に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再

投資することの指図ができます。 
（資金の借入れ） 
第  38  条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定

性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部
解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の
返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る

収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をす
ることができます。なお、当該借入金をもって有価証券

等の運用は行わないものとします。 
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、

受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する

有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への
解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の
解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支

払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の
入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品

の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
します。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日に
おける信託財産の純資産総額の 10％を超えないこととし

ます。 
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から

収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、

資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

（損益の帰属） 
第  39  条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利

益および損失は、すべて受益者に帰属します。 
（受託者による資金立替え） 

第  40  条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株
発行または株主割当がある場合で、委託者の申出がある
ときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清
算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およ
びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見

積りうるものがあるときは、受託者がこれを立て替えて
信託財産に繰り入れることができます。 

③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者

と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。 
（信託の計算期間） 
第  41  条 この信託の計算期間は、毎年 3月 21 日から 6月 20日ま

で、6月 21 日から 9 月 20 日まで、9月 21 日から 12月 20
日まで、および 12 月 21 日から翌年 3 月 20 日までとする
ことを原則とします。 

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了
日に該当する日（以下「該当日」といいます。）もしく
はその翌日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当

日以降の営業日で、翌日が営業日である日のうち、該当
日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。ただし、第 1 計算期間は平成 10年

12 月 22 日から平成 11 年 3月 23日までとし、最終計算期
間の終了日は第 4 条に規定するこの信託の信託期間の終
了日とします。 

（信託財産に関する報告） 
第  42  条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関

する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財
産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出しま
す。 

（信託事務の諸費用および監査報酬） 
第  43  条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用

および受託者の立て替えた立替金の利息（以下「諸経

費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。 

② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消

費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）
に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から
支弁します。 

（信託報酬等） 
第  44  条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 41 条に規

定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に

第 2 項に掲げる率（以下「信託報酬率」といいます。）
を乗じて得た額とします。 

② 前項の信託報酬率は、第 41 条に規定する計算期間を通

じて毎日、当該日の属する月の前月（当該日が、当該日
の属する月における最終営業日の翌日以降当該日の属す
る月の最終日までにあたる日である場合には、当該日の

属する月とします。以下本項において同じ。）の最終 5
営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に応
じて以下に定める率とします。なお、当該信託報酬率は

当該日の属する月の前月の最終営業日の翌日より当該日
の属する月（当該日が、当該日の属する月における最終
営業日の翌日以降当該日の属する月の最終日までにあた
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る日である場合には、当該日の属する月の翌月とします。
以下本項において同じ。）の最終営業日まで適用するも
のとします。 

当該平均値が 0.020％未満の場合 ‥‥年 10,000 分の 1.5 以下 
0.030％未満の場合 ‥‥年 10,000 分の 2 以下 
0.040％未満の場合 ‥‥年 10,000 分の 2.5 以下 

0.050％未満の場合 ‥‥年 10,000 分の 3 以下 
0.075％未満の場合 ‥‥年 10,000 分の 5 以下 
0.10％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 7.5 以下 

0.20％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 12.5 以下 
0.30％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 17.5 以下 
0.40％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 20 以下 

0.50％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 22.5 以下 
1.00％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 25 以下 
2.00％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 30 以下 

3.00％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 35 以下 
3.50％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 40 以下 
4.00％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 45 以下 

4.50％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 50 以下 
5.00％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 55 以下 
5.50％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 60 以下 

6.00％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 65 以下 
6.50％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 70 以下 
7.00％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 75 以下 

7.50％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 80 以下 
8.00％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 85 以下 
8.50％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 90 以下 

9.00％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 95 以下 
9.50％未満の場合‥‥‥年 10,000 分の 100 以下 
9.50％以上の場合‥‥‥年 10,000 分の 105 以下 

③ 第 1 項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のと
き信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者と
の間の配分は別に定めます。 

④ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信
託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 

（収益の分配） 
第  45  条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方

法により処理します。 
 1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこ

れらに類する収益から支払利息を控除した額（以下
「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報
酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、

信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当
する金額を控除した後、その残金を受益者に分配す
ることができます。なお、次期以降の分配にあてる

ため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
ことができます。 

 2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売

買益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該
監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額

を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売
買益をもって補てんした後、受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、

分配準備積立金として積み立てることができます。 
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、

次期に繰り越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに
関する受託者の免責） 

第  46  条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期

間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権総口数で除して得た額をい
います。以下同じ。）については第 47条第 3項に規定す

る支払開始日の前営業日までに、一部解約金（第 49条第
3 項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た
額をいいます。以下同じ。）については第 47条第 4項に

規定する支払開始日までに、その全額を委託者に交付し
ます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償

還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する
支払いにつき、その責を負わないものとします。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 
第  47  条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者

の指定する日から収益分配金交付票と引換えに受益者に
支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて
収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、
原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配

金を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交
付します。この場合、委託者の指定する証券会社および
登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益証券

の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投
資に係る受益証券の取得の申込みに応じたものとします。
ただし、第 49 条第 2 項により信託の一部解約が行われた

場合に、当該受益証券に帰属する収益分配金があるとき
は、第 1 項の規定に準じて受益者に支払います。 

③ 償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定す

る日から受益証券と引換えに受益者に支払います。 
④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算

して、原則として、4 営業日目から受益者に支払います。 

⑤ 前各項（第 2項を除きます。）に規定する収益分配金、
償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する
証券会社および登録金融機関の営業所等において行うも

のとします。 
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整

金は、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額

等に応じて計算されるものとします。 
⑦ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその

印影を届け出るものとし、第 1 項の場合には収益分配金

受領証に、第 3 項の場合には償還金受領証に、第 4 項の
場合には委託者の定める手続により、記名し届出印を押
捺するものとします。 

⑧ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印
と照合し、相違ないものと認めて収益分配金、償還金お
よび一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その

他の事情があっても、そのために生じた損害について、
その責を負わないものとします。 

（収益分配金および償還金の時効） 
第  48  条 受益者が、収益分配金については前条第 1項に規定する

支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、な
らびに信託終了による償還金については前条第 3 項に規

定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないと
きは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受け
た金銭は、委託者に帰属します。 

（信託契約の一部解約） 
第  49  条 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に 1

口単位をもって一部解約の実行を請求することができま

す。 
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた

場合には、この信託契約の一部を解約します。 

③ 前項の一部解約の価額は、次の通りとします。 
 1. 一部解約の実行の請求を受け付けた日が、第 41 条に

規定する各計算期間終了日の場合には、当該一部解

約請求受付日の基準価額とします。 
 2. 一部解約の実行の請求を受け付けた日が、前号に規

定する日以外の場合には、当該一部解約請求受付日

の基準価額から当該基準価額に 0.5％の率を乗じて
得た信託財産留保額を控除した価額とします。 

④ 受益者が第1項の一部解約の実行の請求をするときは、

委託者の指定する証券会社および登録金融機関に対し、
受益証券をもって行うものとします。 

⑤ 委託者は、証券取引所等における取引の停止、外国為

替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
第 1 項による一部解約の実行の請求の受付けを中止する
ことおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受

付けを取り消すことができます。 
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止され

た場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の

一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者
がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当
該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除し

た後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求
を受け付けたものとして第 3 項の規定に準じて計算され
た価額とします。 

⑦ 委託者は、信託契約締結日から 3 年を経過した日以降
において、信託契約の一部を解約することにより、受益
権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合には、受託

者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。 

（信託契約の解約） 
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第  50  条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約す
ることが受益者のために有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の

うえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
できるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約し
ようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を
この信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は
一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものと

します。 
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の

口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えるときは、第 1

項の信託契約の解約をしません。 
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたと

きは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、こ

れらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約
に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。 
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照ら

し、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、

第 3 項の一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告および
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 
第  51  条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受

けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信
託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を
変更しようとするときは、第55条の規定にしたがいます。 

（委託者の認可取消等に伴う取扱い） 
第  52  条 委託者が監督官庁より認可の取消しを受けたとき、解散

したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この
信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に
関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐ
ことを命じたときは、この信託は、第 55 条第 4 項に該当

する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間
において存続します。 

（委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い） 
第  53  条 委託者は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、

これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡すること
があります。 

② 委託者は、分割により営業の全部または一部を承継さ
せることがあり、これに伴い、この信託契約に関する営
業を承継させることがあります。 

（受託者の辞任に伴う取扱い） 
第  54  条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任するこ

とができます。この場合、委託者は、第 55条の規定にし

たがい、新受託者を選任します。 
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、

この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

（信託約款の変更） 
第  55  条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、また

はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の

うえ、この信託約款を変更することができるものとし、
あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督
官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大な
ものについて、あらかじめ、変更しようとする旨および
その内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面

をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対
して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま

せん。 
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は

一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付

記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものと
します。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の

口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えるときは、第 1
項の信託約款の変更をしません。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたと

きは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、こ
れらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款

に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。 

（反対者の買取請求権） 
第  56  条 第 50 条に規定する信託契約の解約または前条に規定す

る信託約款の変更を行う場合において、第 50 条第 3 項ま
たは前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を

述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券
を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することが
できます。 

（信託期間の延長） 
第  57  条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者

に有利であると認めたときは、受託者と合意のうえ、信

託期間を延長することができます。 
（公告） 
第  58  条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲

載します。 
（信託約款に関する疑義の取扱い） 
第  59  条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託

者と受託者との協議により定めます。 
 

 
付  則 

第   1  条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託につ
いて受益証券取得申込者と委託者の指定する証券会社お

よび登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別の名
称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとし
ます。この場合「累積投資契約」は当該別の名称に読み

替えるものとします。 
第   2  条 第 47 条第 6 項に規定する「収益調整金」は、所得税法

施行令第 27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時

の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、
追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配
のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定

する「受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原
則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、
追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配

のつど調整されるものとします。なお、平成 12年 3 月 31
日以前の取得申込みに係る受益権の信託時の受益証券の
価額は、委託者が計算する平成 12 年 3 月 31 日の平均信

託金（信託金総額を総口数で除して得た額）とみなすも
のとします。 

 
上記条項により信託契約を締結します。 
 
 平成 10 年 12 月 22 日 

 
 委  託  者    ユーエフジェイパートナーズ投信株式会社 
 

 受  託  者    ユーエフジェイ信託銀行株式会社 
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Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）・マザーファンド 
 

運用の基本方針 
 

約款第 13 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は
次のものとします。 

 

1. 基本方針 
この投資信託は、安定した収益の確保を目的として安定運用を

行うことを基本とします。 

 
2. 運用方法 
（1）投資対象 

内外の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。 
（2）投資態度 

主として内外の公社債および短期金融資産へ投資し、安定し

た収益の確保を図ります。 
外貨建資産については、原則としてヘッジを行い、為替変動

リスクの低減に努めることを基本とします。 

ファンド全体の平均デュレーション水準が 1 年程度以下とな
るよう運用を行うことを基本とします。 
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用

が行えない場合があります。 
（3）投資制限 

① 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下と

します。ただし、転換社債の転換および新株予約権の行使に
より取得したもの等に限ります。 

② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％

以下とします。 
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の

純資産総額の 5％以下とします。 

④ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債券のうち商法
第 341 条の 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがあるものへ
の投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑤ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30％
以下とします。 

⑥ 有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リス

クを回避するため行うことができます。 
⑦ スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変

動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことがで

きます。 
⑧ 外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うこ

とができます。 

 
3. 収益分配方針  

信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保

し、分配を行いません。 

 
 
（信託の種類、委託者および受託者） 

第   1  条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得

させることを目的とする証券投資信託であり、ユーエフ

ジェイパートナーズ投信株式会社を委託者とし、ユーエ

フジェイ信託銀行株式会社を受託者とします。 

（信託事務の委託） 

第 1 条の 2  受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づき、信託事務の

処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関

する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認

可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委

託することができます。 

（信託の目的および金額） 

第   2  条 委託者は、金 4,375,184,868円を受益者のために利殖の

目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 

（信託金の限度額） 

第   3  条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 1兆 5,000 億円を限

度として信託金を追加することができます。 

② 追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証す

る書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1項の限度額を変更

することができます。 

（信託期間） 

第   4  条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 39 条第 1項

および第 2 項、第 42 条第 1 項、第 43 条第 1 項または第

45 条第 2 項の規定による信託期間終了日までとします。 

（受益証券の取得申込みの勧誘の種類） 

第   5  条 この信託に係る受益証券の取得申込みの勧誘は、投資信

託及び投資法人に関する法律第 2条第14項で定める適格

機関投資家私募により行われます。 

（受益者） 

第   6  条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益

証券を投資対象とするユーエフジェイパートナーズ投信

株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む

銀行とします。 

（受益権の分割および再分割） 

第  7  条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については

4,375,184,868 口に、追加信託によって生じた受益権につ

いては、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数

に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を

均等に再分割できます。 

（追加信託金の計算方法） 

第   8  条 追加信託金は、追加信託を行う日の追加信託または信託

契約の一部解約（以下「一部解約」といいます。）の処

理を行う前の信託財産の資産総額（信託財産に属する資

産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令およ

び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一

部償却原価法により評価して得た額。）から負債総額を

控除して得た金額（以下「純資産総額」といいます。）

を追加信託または一部解約を行う前の受益権総口数で除

して得た金額に、当該追加に係る受益権の口数を乗じて

得た額とします。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有

価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金

その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算につい

ては、原則として、わが国における計算日の対顧客電信

売買相場の仲値によって計算します。 

② 第 22 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わ

が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による

ものとします。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第   9  条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより

差異を生ずることはありません。 

（受益証券の発行および種類） 

第  10  条 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権を表示

する記名式の受益証券を発行します。 

② 委託者が発行する受益証券は、1 口の整数倍の口数を表

示した受益証券とします。 

③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することができませ

ん。 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 
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第  11  条 委託者は、前条第 1項の規定により受益証券を発行する

ときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合す

る旨の受託者の認証を受けなければなりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券

に記載し記名捺印することによって行います。 

（運用の指図範囲等） 

第  12  条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券に投資する

ことを指図します。 

 1. 転換社債の転換、新株予約権の行使、株主割当およ

び社債権者割当により取得した株券 

 2. 国債証券 

 3. 地方債証券 

 4. 特別の法律により法人の発行する債券 

 5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった

新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。） 

 6. コマーシャル・ペーパー 

 7. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、

前各号の証券または証書の性質を有するもの 

 8. 投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引

法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。） 

 9. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券

（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の 2 で定めるもの

をいいます。） 

10. 外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第 2 条第 1

項第 10 号で定めるものをいいます。） 

11. 預託証書（証券取引法第 2 条第 1 項第 10号の 3で定

めるものをいいます。） 

12. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

13. 貸付債権信託受益権（証券取引法第 2 条第 2 項第 1

号で定めるものをいいます。） 

14. 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有する

もの 

なお、第 1 号の証券および第 7 号ならびに第 11 号の証券

または証書のうち第 1 号の証券の性質を有するものを以下

「株式」といい、第 2 号から第 5 号までの証券および第 7

号ならびに第 11 号の証券または証書のうち第 2 号から第 5

号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、

第 8 号ならびに第 9 号の証券を以下「投資信託証券」といい

ます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次

に掲げる金融商品により運用することを指図することが

できます。 

 1. 預金 

 2. 指定金銭信託 

 3. コール・ローン 

 4. 手形割引市場において売買される手形 

 5. 抵当証券 

③ 第 1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償

還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要

と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第 1 号か

ら第 4 号までに掲げる金融商品により運用することの指

図ができます。 

④ 委託者は、信託財産に属する株式（株式を組入可能な投

資信託証券を含みます。）の時価総額が信託財産の純資

産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をし

ません。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が

信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる

投資の指図をしません。 

（運用の基本方針） 

第  13  条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運

用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 

（投資する株式の範囲） 

第  14  条 委託者が投資することを指図する株式は、証券取引所に

上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証

券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発

行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また

は社債権者割当により取得する株式についてはこの限り

ではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株

式で目論見書等において上場または登録されることが確

認できるものについては委託者が投資することを指図す

ることができます。 

（同一銘柄の株式への投資制限） 

第  15  条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の

株式の時価総額が信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を

超えることとなる投資の指図をしません。 

（先物取引等の運用指図・目的・範囲） 

第  16  条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変

動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における

有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価

証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれ

らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をす

ることができます。なお、選択権取引はオプション取引

に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。 

 1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付け

の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有

価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）

の時価総額の範囲内とします。 

 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付け

の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の

組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた

額）に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、

組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託

受益権、および組入抵当証券の利払金および償還金

を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに

受け取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利

払金および償還金等ならびに第12条第 2項第1号か

ら第 4 号までに掲げる金融商品で運用している額の

範囲内とします。 

 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買

付けの指図は、本条で規定する全オプション取引に

係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財

産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。 

② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回

避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取

引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引お

よびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をする

ことができます。 

 1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付け

の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせ

てヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額の範囲

内とします。 

 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付け

の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせ

て、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とし

ます。 

 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買

付けの指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時

点の保有外貨建資産の時価総額の 5％を上回らない

範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引

に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託

財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内としま

す。 

③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回

避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取

引およびオプション取引ならびに外国の取引所における

これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図

をすることができます。 

 1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付け

の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金

利商品（信託財産が 1 年以内に受け取る組入有価証

券および組入抵当証券の利払金および償還金等なら

びに第12条第 2項第1号から第 4号までに掲げる金

融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ

対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内

とします。 

 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付け

の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに

受け取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利

払金および償還金等ならびに第12条第 2項第1号か

ら第4号までに掲げる金融商品で運用している額（以

下本号において「金融商品運用額等」といいます。）

の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が
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外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款

上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差

し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに

受け取る外貨建組入公社債、組入外国貸付債権信託

受益証券および外貨建組入貸付債権信託受益権の利

払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額

等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に

信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券

に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とし

ます。 

 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買

付けの指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時

点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5％を上回ら

ない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション

取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の

信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内と

します。 

(スワップ取引の運用指図・目的・範囲） 

第  17  条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す

るため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク

を回避するため、異なった通貨、異なった受取金利また

は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交

換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行

うことの指図をすることができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限

が、原則として第 4 条に規定する信託期間を超えないも

のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部

解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る

スワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産

総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解

約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワッ

プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超

えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超

える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する

ものとします。 

④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実

勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

⑤ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供ある

いは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは

受入れの指図を行うものとします。 

（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 

第  18  条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および

新株予約権付社債券のうち商法第 341 条の 3 第 1 項第 7

号および第 8 号の定めがあるものの時価総額が信託財産

の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指

図をしません。 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第  19  条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託

財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸

し付けることの指図をすることができます。 

 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価

合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の

50%を超えないものとします。 

 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の

額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の

額面金額の合計額を超えないものとします。 

② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合

には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約

の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたとき

は、担保の受入れの指図を行うものとします。 

（外貨建資産への投資制限） 

第  20  条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産（外貨建資産を

組入可能な投資信託証券を含みます。）の時価総額が信

託財産の純資産総額の100分の 30を超えることとなる投

資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等によ

り 100 分の 30 を超えることとなった場合には、速やかに

これを調整します。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第  21  条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支

上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限

されることがあります。 

（外国為替予約取引の指図） 

第  22  条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該

外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替

の売買の予約取引の指図をすることができます。 

（保管業務の委任） 

第  23  条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産

を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能

力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、

これを委任することができます。 

（有価証券の保管） 

第  24  条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づ

き、保管振替機関等に預託し保管させることができます。 

（混蔵寄託） 

第  25  条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等

について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得し

た外国において発行された譲渡性預金証書またはコマー

シャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保

管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会

社の名義で混蔵寄託できます。 

第  26  条 削除 

（信託財産の表示および記載の省略） 

第  27  条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受

託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載

をしません。 

（有価証券売却等の指図） 

第  28  条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図が

できます。 

（再投資の指図） 

第  29  条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る

償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、

株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの

指図ができます。 

（損益の帰属） 

第  30  条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利

益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

（受託者による資金立替え） 

第  31  条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株

発行または株主割当がある場合で、委託者の申出がある

ときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算

分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金および

その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積

りうるものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信

託財産に繰り入れることができます。 

③ 前 2項の立替金の決済および利息については、受託者と

委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。 

（信託の計算期間） 

第  32  条 この信託の計算期間は、毎年 12 月 21 日から翌年 12月

20 日までとすることを原則とします。 

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日

に該当する日（以下「該当日」といいます。）もしくは

その翌日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日

以降の営業日で、翌日が営業日である日のうち、該当日

に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始さ

れるものとします。ただし、第 1計算期間は平成 10年 12

月 22 日から平成 11 年 12 月 20 日までとし、最終計算期

間の終了日は第 4 条に規定するこの信託の信託期間の終

了日とします。 

（信託財産に関する報告） 

第  33  条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関

する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産

に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

（信託事務の諸費用） 

第  34  条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用

および受託者の立て替えた立替金の利息（以下「諸経費」

といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から

支弁します。 

（信託報酬） 

第  35  条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を

収受しません。 
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（利益の留保） 

第  36  条 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中

に留保し、期中には分配を行いません。 

（追加信託金および一部解約金の計理処理） 

第  37  条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本

に相当する金額との差額を、追加信託にあっては追加信

託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理

します。 

（信託契約の一部解約） 

第  38  条 委託者は、受益者の請求があった場合には、信託の一部

を解約します。 

② 解約金は、一部解約を行う日の一部解約または追加信託

の処理を行う前の信託財産の純資産総額を一部解約また

は追加信託を行う前の受益権総口数で除して得た金額に、

当該一部解約に係る受益権の口数を乗じて得た額としま

す。 

（信託契約の解約） 

第  39  条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約す

ることが受益者のために有利であると認めるとき、また

はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の

うえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが

できるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監

督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを

信託約款において定めるすべての証券投資信託がその信

託を終了させることとなる場合には、この信託契約を解

約し、信託を終了させるものとし、あらかじめ、解約し

ようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

③ 委託者は、前 2項の事項について、あらかじめ、解約し

ようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を

この信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対し

て書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ

ん。 

④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一

定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記

します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとし

ます。 

⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の

口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えるときは、第 1

項の信託契約の解約をしません。 

⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたとき

は、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これ

らの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られた

る受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に

係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原

則として、公告を行いません。 

⑦ 第 4項から前項までの規定は、第 2 項の規定に基づいて

この信託契約を解約する場合には適用しません。 

（償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責） 

第  40  条 受託者は、信託が終了したときは、償還金（信託終了時

における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除して

得た額をいいます。以下同じ。）の全額を委託者に交付

します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した

後には、受益者に対する支払いにつき、その責を負わな

いものとします。 

（償還金の支払いの時期） 

第  41  条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証

券と引換えに、当該償還金を受益者に支払います。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第  42  条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受

けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信

託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変

更しようとするときは、第 46 条の規定にしたがいます。 

（委託者の認可取消等に伴う取扱い） 

第  43  条 委託者が監督官庁より認可の取消しを受けたとき、解散

したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この

信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関

する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐこ

とを命じたときは、この信託は、第 46条第 4項に該当す

る場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間に

おいて存続します。 

（委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第  44  条 委託者は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、

これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡すること

があります。 

② 委託者は、分割により営業の全部または一部を承継させ

ることがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業

を承継させることがあります。 

（受託者の辞任に伴う取扱い） 

第  45  条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任するこ

とができます。この場合、委託者は、第 46条の規定にし

たがい、新受託者を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、こ

の信託契約を解約し、信託を終了させます。 

（信託約款の変更） 

第  46  条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、また

はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の

うえ、この信託約款を変更することができるものとし、

あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督

官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なも

のについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ

の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を

この信託約款に係る知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対し

て書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ

ん。 

③  前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一

定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記

します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとし

ます。 

④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の

口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えるときは、第 1

項の信託約款の変更をしません。 

⑤  委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたとき

は、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これ

らの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られた

る受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に

係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原

則として、公告を行いません。 

（反対者の買取請求権） 

第  47  条 第 39 条に規定する信託契約の解約または前条に規定す

る信託約款の変更を行う場合において、第 39 条第 4 項ま

たは前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を

述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券

を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することが

できます。 

（利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付） 

第  48  条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 28 条

第 1 項に定める書面を交付しません。 

（運用報告書） 

第  49  条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 33 条

に定める運用報告書を交付しません。 

（公告） 

第  50  条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第  51  条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託

者と受託者との協議により定めます。 

 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

平成 10 年 12 月 22 日 

 

  委  託  者  ユーエフジェイパートナーズ投信株式会社 

 

  受  託  者  ユーエフジェイ信託銀行株式会社 
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用語集 

 
あ行あ行あ行あ行    
委託会社 ファンドの発行者であり、受託会社と締結した信託契約に基づいて、運用指図およ

びファンドの運営・管理を行います。 
運用報告書 委託会社が作成し、受益者に運用実績、運用状況、運用方針等を受益者にお知らせ

する書面です。原則として、ファンドの計算期間毎に作成し、販売会社を通じて各
受益者へお渡しします。 

    
か行か行か行か行    
買取り ファンドの換金方法の一つで、受益証券を販売会社に買い取ってもらうことにより

換金する方法をいいます。 
解約（一部解約） ファンドの換金方法の一つで、信託契約の一部を解約することにより換金する方法

をいいます。 
解約価額 解約による換金に際して用いられるファンドの価額をいいます。解約請求受付日（一

部のファンドでは、解約請求受付日の翌営業日）の基準価額から信託財産留保額を
差し引いた額となります。なお、信託財産留保額のないファンドもあります。 

換金（解約）手数料 ファンドによっては、換金（解約）の際に手数料をいただくしくみとしている場合
があります。この手数料を換金（解約）手数料といい、この手数料は販売会社に支
払われます。 

換金乗換優遇措置 追加型証券投資信託の信託終了日の 1 年前以内で販売会社が定める日以降に換金さ
れたその追加型証券投資信託の換金代金をもって、販売会社が定める期間以内にそ
の支払いを行った販売会社で特定のファンドを取得する場合に、申込手数料が無手
数料または割引手数料となることをいいます。販売会社により優遇措置の適用の有
無、内容等は異なる場合があります。 

基準価額 
 
（信託財産の純資産総額） 
（受益権総口数） 

ファンドの 1 口当たりの評価額をいい、原則として委託会社の毎営業日に計算され
ます。 
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数 
ファンドによっては、便宜上 1 万口当たりで表示されることがあります。 
「信託財産の純資産総額」とは、資産総額（株式や公社債等の組入資産を原則とし
て時価評価したもの）からファンドの負債総額（運用経費等）を差し引いた金額で
す。 
「受益権総口数」とは、計算日におけるファンドの総口数です。 

クローズド期間 ファンドによっては、原則として換金（解約）できない一定期間を設けることがあ
り、この期間をクローズド期間といいます。 

計算期間 ファンドの損益を計算するうえでの単位期間をいい、ファンド毎に定められます。
原則として 1 年または６ヵ月とすることが一般的です。 
各計算期間の末日が決算日であり、決算日にその計算期間の収益を計算し、収益分
配方針にそって収益分配額が決定されます。また、通常、決算日を基準として、運
用報告書の作成を行うなど、運用状況の報告が行われます。 

個別元本 受益者毎のファンド取得時の単価をいいます（申込手数料（税込）は含まれません）。
なお、複数回取得した場合は、追加取得のつど、取得口数に応じて加重平均されま
す。 

    
さ行さ行さ行さ行    
時価による評価 ファンドの組入資産に関する基本的な評価方法で、株式や債券などの各市場におけ

る値段（終値）をもって、その証券を評価することをいいます。 
受益者 ファンドを取得した保有者のことです。受益者は、保有する口数に応じて、収益分

配金や償還金に対する請求権、換金（解約）請求権等の権利を有しています。 
受益証券（受益権） ファンドを保有する受益者としての権利が受益権であり、その受益権を券面の形で

表示したものが受益証券です。 
受益証券は、原則として無記名式の有価証券です。 
受益証券は、一般的には販売会社において保管（保護預り）されます。 

受託会社 委託会社と締結した信託契約に基づいて、ファンドの信託財産の保管・管理等を行
う信託銀行を受託会社といいます。 

償還 信託期間が終了することを償還といい、信託期間の末日を償還日といいます。なお、
定められた信託期間中であっても、ファンドの規模が小さくなった場合など、期日
を繰り上げて償還することがあります。 
償還の際、信託財産は清算され、その償還金は原則として償還日（休業日の場合は
翌営業日）から起算して 5 営業日目以降に販売会社において受益者に支払われます。 

償還価額 償還日におけるファンドの価額をいいます。償還価額をもとに、各受益者へお支払
いする償還金が計算されます。 

償還乗換優遇措置 取得申込受付日の属する月の前 3 ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金等
をもって、その支払いを行った販売会社で特定のファンドを取得する場合に、申込
手数料が無手数料または割引手数料となることをいいます。販売会社により優遇措
置の適用の有無、内容等は異なる場合があります。 
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償却原価法による評価 ファンドの組入資産のうち残存期間 1 年以内の公社債等について取り得る評価方法
で、取得価額と償還価額の差額を日割計算することにより、その証券を評価するこ
とをいいます。 

信託期間 ファンド毎に定められたファンドの存続期間をいいます。委託会社は受託会社と合
意のうえ、所定の手続きにより、信託期間を変更することができます。 

信託金限度額 ファンド毎に定められたファンド規模の上限額をいいます。委託会社は受託会社と
合意のうえ、この限度額を変更することができます。 

信託財産 ファンドとして運用される資産のことをいいます。信託財産は、受託会社により保
管・管理されます。 

信託財産留保額 ファンドを換金する際に受益者が負担し、信託財産に留保される金額で、ファンド
毎に定められています。なお、信託財産留保額のないファンドもあります。換金に
よる資産減少にファンドが対応するためのコストを事前にご負担いただくことで、
換金した受益者と保有を継続する受益者とのコスト面の公平性を確保する趣旨のも
のです。ファンドの取得時にご負担いただくファンドもあります。 

信託報酬 ファンドの運営・管理にかかる費用であり、信託約款に規定された料率により日々
計算され、信託財産中からご負担いただきます。信託報酬は、ファンド運営上の役
割に応じて委託会社・受託会社・販売会社に支払われます。 

信託約款 ファンド毎に、信託約款において、運営・管理上の基本となる運用方針や仕組み等
が定められています。信託約款は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づ
いて作成され、その内容については、あらかじめ監督官庁に届出が行われます。 
委託会社と受託会社は、この信託約款に基づいて信託契約を締結し、ファンドの運
営・管理を行います。 

スイッチング 複数ファンドで構成されるファンド（グループ）において、あるファンドを換金す
ると同時にグループ内の他のファンドへの取得申込みを行うことをいいます。スイ
ッチングの際の取得申込みは、無手数料や割引手数料となる場合があります。 

    
た行た行た行た行    
特別分配金 追加型株式投資信託の収益分配金には、「普通分配金」と「特別分配金」との区分

があります。「特別分配金」は、受益者毎の個別元本に応じて計算され、元本の一
部払戻しの性格をもつため非課税扱いとなります。 

    
は行は行は行は行    
販売会社 ファンドの販売を行う会社（証券会社や銀行・生保・損保等の金融機関）をいいま

す。販売会社は、募集の取扱いのほか、換金（解約）の取扱い、収益分配金・償還
金の支払いの取扱い等を行い、ファンドに関する投資家への窓口となります。 

ファミリーファンド方式 
 
（ベビーファンド） 
（マザーファンド） 

複数のファンドの資金をまとめて効率的に運用するためのしくみをいいます。 
投資家が取得するファンドを「ベビーファンド」といい、複数のベビーファンドの
資金をまとめて運用するためのファンドを「マザーファンド」といい、全体のしく
みを「ファミリーファンド方式」といいます。 
この場合、実質的な運用はマザーファンドにおいて行われ、その運用成果がベビー
ファンドを通じて受益者の損益に反映されます。 

普通分配金 追加型株式投資信託の収益分配金には、「普通分配金」と「特別分配金」との区分
があります。「普通分配金」は、収益分配金から特別分配金を差し引いた額をいい、
運用収益の分配として課税扱いとなります。 

分配金再投資（累積投資） 
 
（分配金受取りコース） 
（分配金再投資コース） 

ファンドが収益分配を行うつど、その課税処理後の収益分配金を同一のファンドに
速やかに再投資するしくみをいいます。収益分配金を再投資するか（分配金再投資
コース）、収益分配金を受け取ることとするか（分配金受取りコース）については、
投資家がファンドの取得申込時に選択します。ただし、分配金再投資専用としてい
るファンドや、分配金再投資の取扱いを行わないこととしているファンドもありま
す。 
分配金再投資とする場合は、投資家と販売会社とで分配金再投資に関する取決めを
行います。 

ベンチマーク ファンドの運用を行うにあたり、運用成果の目標基準とする指標をいいます。 
ベンチマークが定められている場合は、目論見書に記載されます。 

保護預り 販売会社等が保護預り契約に基づいて受益者の受益証券を預かり、保管することを
いいます。 

    
ま行ま行ま行ま行    
申込手数料 ファンドの取得申込みの際に投資家が販売会社に支払う手数料です。 

申込手数料はファンド毎に販売会社がそれぞれ独自に定めています。 
目論見書 募集中のファンドについて、お申込みに際して必要な申込要領、運用方針、費用等

の情報を投資家に提供するための文書で、証券取引法に基づき作成されます。 
お申込みの際は目論見書をご覧のうえ、商品内容・リスクなどをご理解いただき、
ご自身でご判断のうえお申込みください。 

 
 
 



（2004年2月24日版） 
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